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4.3 地震と津波との重畳 

4.3.1 評価の概要 

本評価においては、「4.1 地震」および「4.2 津波」の評価結果を踏ま

えて、想定を超える「地震」と想定を超える「津波」との重畳を起因とし

て、燃料の重大な損傷に至る耐震裕度および津波高さを特定する。 

 

4.3.2 評価実施事項 

(1) 設計上の想定を超える地震とそれに引き続く設計上の想定を超える津波

が発生した場合において、安全上重要な建屋、系統、機器等および燃料の

重大な損傷に関係し得るその他の建屋、系統、機器等が損傷・機能喪失す

るか否かを設計上の想定との比較若しくは地震ＰＳＡの知見を踏まえて評

価する。 

 

(2) (1)の評価結果を踏まえて、発生する起因事象により燃料の重大な損傷に

至る事象の過程を同定し、クリフエッジの所在を特定する。またそのとき

の地震動、津波高さを明らかにする。 

 

(3) 特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象

の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、その

効果を示す。 

 

4.3.3 評価方法 

炉心にある燃料とＳＦＰにある燃料を対象に、以下の評価を実施する。 

なお、地震に伴い発生する津波を考えた場合、その地震と津波の大きさ

には、ある程度の相関性があるものと考えられるが、それを定量的に示す

には、現段階でデータや知見等が十分ではなく、基準地震動 Ss および設計

津波高さの震源および波源は、どちらも敷地前面海域の断層群であるが、

地震動と津波では断層モデルが異なることからも、相関性を適切に考慮す

ることは困難である。さらに本評価では、想定を超える「地震」と想定を

超える「津波」との重畳を起因として、燃料の重大な損傷に至る過程を評

価するものであることから、耐震裕度と許容津波高さのパラメータは、相

互に独立のものとして扱い、両パラメータの全ての組み合わせを考慮する

こととする。 

本方法による評価は、地震と津波に対してあらゆる大きさの組み合わせ

を考慮しており、相関性を考慮した場合に比べ、安全側の評価となる。 
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(1) 起因事象の選定 

「4.1 地震」および「4.2 津波」において実施した評価結果に基づき、

特定されたクリフエッジとしての耐震裕度までの範囲ならびに許容津波高

さまでの範囲で、発生する各起因事象を選定する。具体的には、地震また

は津波より引き起こされる起因事象に対する収束シナリオに対して、地震

および津波の影響を評価する。 

また、選定された各起因事象の発生や各影響緩和機能に係る耐震裕度ま

たは許容津波高さについては、「4.1 地震」または「4.2 津波」において

評価した結果を用いる。 

 

(2) 収束シナリオおよびクリフエッジの特定 

(1)項にて選定した各起因事象について、「4.1 地震」または「4.2 津

波」の検討において特定されている収束シナリオを対象に、各収束シナリ

オを成立させるための各影響緩和機能に関する耐震裕度と許容津波高さの

それぞれの最小値を求め、それらの最小値の組み合わせを当該収束シナリ

オに対する地震と津波との重畳への耐力として求める。その上で、全ての

収束シナリオから最も耐力を有するシナリオを抽出し、そのシナリオの耐

力を地震と津波との重畳によるクリフエッジとして特定する。 

 

(3) 事象の過程の進展を防止する措置の効果の評価 

特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る事象

の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点から、その

効果を示す。 

  

4.3.4 評価条件 

「4.1.4 評価条件」および「4.2.4 評価条件」に示した最も厳しいプ

ラント状態を評価条件とする。 

 

4.3.5 炉心にある燃料に対する評価結果 

(1) 起因事象の選定結果 

a. 地震側の起因事象 

「4.1.5 炉心にある燃料に対する評価結果」から、考慮すべき起因事

象として、以下を対象とした。 

・主給水喪失 

・外部電源喪失 
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b. 津波側の起因事象 

「4.2.5 炉心にある燃料に対する評価結果」から、考慮すべき起因事

象として、以下を対象とした。 

・過渡事象（T.P.+7.5m～+10.2m） 

・過渡事象＋ＣＣＷ喪失＋主給水喪失＋外部電源喪失(T.P.+10.2m～） 

 

(2) 収束シナリオおよびクリフエッジの特定結果 

a. 地震による起因事象をベースとした評価 

地震側の起因事象については、「4.1.5(5) 起因事象発生に係る耐震裕

度の特定結果」で述べたように、「主給水喪失」と「外部電源喪失」は、

「外部電源喪失」にまとめて評価することができる。そのため、本評価

においては、「外部電源喪失」のイベントツリーを用いて、既に特定され

ている収束シナリオを対象に評価を行った。 

具体的には、添付資料－４．１．１１で示した「外部電源喪失」のイ

ベントツリーにおける各収束シナリオの各影響緩和機能の評価結果に、

各影響緩和機能の許容津波高さの評価結果を加えて評価を行った。 

（添付資料－４．３．１） 

b. 津波による起因事象をベースとした評価 

津波側の起因事象の「過渡事象（T.P.+7.5m～+10.2m）」については、

耐震Ｃクラス機器である循環水ポンプの機能喪失により発生するもので

あり、地震との重畳を考えた場合、地震側の評価において同じく耐震Ｃ

クラス機器の機能喪失により発生する「外部電源喪失」の評価に包絡さ

れる。 

以上から、本評価においては、「過渡事象＋ＣＣＷ喪失＋主給水喪失＋

外部電源喪失（T.P.+10.2m～）」のイベントツリーを用いて、既に特定さ

れている収束シナリオを対象に評価を行った。 

具体的には、添付資料－４．２．９で示した「過渡事象＋ＣＣＷ喪失

＋主給水喪失＋外部電源喪失（T.P.+10.2m～）」のイベントツリーにおけ

る各収束シナリオの各影響緩和機能の評価結果に、各影響緩和機能の耐

震裕度の評価結果を加えて評価を行った。 

（添付資料－４．３．２） 

この評価結果から、耐震裕度 1.66Ss かつ津波高さ T.P.+13.8m までの地

震と津波との重畳に対しては、外部電源喪失等が発生したとしても、炉心

にある燃料の重大な損傷を回避することができることを確認した。このこ

とから、図４．３．１に示すように、上述の組み合わせをクリフエッジと
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して特定した。 

 

  図４．３．１ 地震と津波との重畳に関するクリフエッジ評価結果 

（炉心） 

 

(3) 事象の過程の進展を防止する措置の効果の評価結果 

a. 緊急安全対策実施前におけるクリフエッジについて 

(2)項と同様にして、緊急安全対策を考慮しないイベントツリーについ

て評価を行った。 

この評価結果から、緊急安全対策実施前においても、耐震裕度 1.66Ss

かつ津波高さ T.P.+10.2m までの地震と津波との重畳に対しては、外部電

源喪失等が発生したとしても、非常用所内電源の機能喪失による全交流

電源喪失、海水系の機能喪失による最終ヒートシンク喪失には至らず、

炉心にある燃料の重大な損傷を回避することができることを確認した。

このことから、緊急安全対策実施前としては、上述の組み合わせをクリ

フエッジとして特定した。        （添付資料－４．３．３） 

（添付資料－４．３．４） 

b. 緊急安全対策のクリフエッジへの効果 

緊急安全対策実施前後におけるイベントツリーの比較により、 

・ 緊急安全対策において、電源車を配備しプラント監視上必要な計

器類等の電源を確保するとともに、消防自動車等を配備し海水を水

源とした給水手段を確保したことにより、全交流電源喪失および最

終ヒートシンク喪失となった場合でも、タービン動補助給水ポンプ

により蒸気発生器に給水して冷却する収束シナリオが成立する 

・ 緊急安全対策において、タービン動補助給水ポンプ、蓄電池等の

蒸気発生器の除熱に必要な安全上重要な機器が設置されているエ
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リアの扉や壁貫通部にシール施工等を実施したことにより、タービ

ン動補助給水ポンプ等の許容津波高さが T.P.+10.2m から

T.P.+13.8m となった 

・ この結果、図４．３．２に示すように、クリフエッジとなる地震

と津波との重畳の組み合わせの条件が、耐震裕度 1.66Ss／津波高さ

T.P.+10.2m から、耐震裕度 1.66Ss／津波高さ T.P.+13.8m に改善し

た 

といった緊急安全対策による効果が確認できた。 

 

図４．３．２ 地震と津波との重畳に関するクリフエッジ評価結果 

（炉心：緊急安全対策の効果） 

 

4.3.6 ＳＦＰにある燃料に対する評価結果 

(1) 起因事象の選定結果 

a. 地震側の起因事象 

「4.1.6 ＳＦＰにある燃料に対する評価結果」から、考慮すべき起因

事象として、以下を対象とした。 

・外部電源喪失 

・ＳＦＰ冷却機能喪失 

・補機冷却水の喪失 

・ＳＦＰ損傷 

b. 津波側の起因事象 

「4.2.6 ＳＦＰにある燃料に対する評価結果」から、考慮すべき起因

事象として、以下を対象とした。 

・ＣＣＷ喪失＋外部電源喪失（T.P.+10.2m～） 

 



 4-3-6

(2) 収束シナリオおよびクリフエッジの特定結果 

a. 地震による起因事象をベースとした評価 

地震側の起因事象については、「4.1.6(5)  起因事象発生に係る耐震

裕度の特定結果」で述べたように、「外部電源喪失」、「ＳＦＰ冷却機能喪

失｣および「補機冷却水の喪失」については、「外部電源喪失」にまとめ

て評価することができる。そのため、本評価においては、「外部電源喪失」

のイベントツリーを用いて、既に特定されている収束シナリオを対象に

評価を行った。 

具体的には、添付資料－４．１．１９で示した「外部電源喪失」のイ

ベントツリーにおける各収束シナリオの各影響緩和機能の評価結果に、

各影響緩和機能の許容津波高さの評価結果を加えて評価を行った。 

（添付資料－４．３．５） 

また、｢ＳＦＰ損傷｣については、ＳＦＰの耐震裕度 2Ss が地震による

クリフエッジであるが、津波による影響で本事象が発生することは考え

られない。 

b. 津波による起因事象をベースとした評価 

本評価においては、「ＣＣＷ喪失＋外部電源喪失（T.P.+10.2m～）」の

イベントツリーを用いて、既に特定されている収束シナリオを対象に評

価を行った。 

具体的には、添付資料－４．２．１７で示した「ＣＣＷ喪失＋外部電

源喪失（T.P.+10.2m～）」のイベントツリーにおける各収束シナリオの各

影響緩和機能の評価結果に、各影響緩和機能の耐震裕度の評価結果を加

えて評価を行った。          （添付資料－４．３．６） 

この評価結果から、津波高さによらず、ＳＦＰの耐震裕度 2Ss までの地

震に対しては、外部電源喪失等が発生したとしても、ＳＦＰにある燃料の

重大な損傷を回避することができることを確認した。このことから、図４．

３．３に示すように、耐震裕度 2Ss（津波高さによらない）をクリフエッ

ジとして特定した。 
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耐震裕度（Ss）

1 2

T.P.+13.8

津
波
高
さ
(ｍ)

T.P.+4.28

燃料の重大な損傷を
回避できる

：　クリフエッジ

（津波高さによらない）

 

  図４．３．３ 地震と津波との重畳に関するクリフエッジ評価結果 

（ＳＦＰ） 

 

(3) 事象の過程の進展を防止する措置の効果の評価結果 

a. 緊急安全対策実施前におけるクリフエッジについて 

(2)項と同様にして、緊急安全対策を考慮しないイベントツリーについ

て評価を行った。 

この評価結果から、緊急安全対策実施前においても、耐震裕度 1.33Ss

かつ津波高さ T.P.+10.2m までの地震と津波との重畳に対しては、外部電

源喪失等が発生したとしても、非常用所内電源の機能喪失による全交流

電源喪失、海水系の機能喪失による最終ヒートシンク喪失には至らず、

ＳＦＰにある燃料の重大な損傷を回避することができることを確認した。

このことから、緊急安全対策実施前としては、上述の組み合わせがクリ

フエッジとして特定される。       （添付資料－４．３．７） 

（添付資料－４．３．８） 

b. 緊急安全対策のクリフエッジへの効果 

緊急安全対策実施前後のイベントツリーの比較により、 

・ 緊急安全対策において、消防自動車等を配備し海水を水源とした

給水手段を確保したことにより、全交流電源喪失および最終ヒート

シンク喪失となった場合でも、海水を水源としてＳＦＰに給水して

冷却する収束シナリオが成立する 

・ 緊急安全対策において、消防自動車等を津波の影響を受けない高

台に配備し、海水を水源とした給水手段を確保したことにより、ク

リフエッジが大きくなった 

・ この結果、図４．３．４に示すように、クリフエッジとなる地震
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と津波との重畳の組み合わせの条件が、耐震裕度 1.33Ss／津波高さ

T.P.+10.2m から、耐震裕度 2Ss（津波高さによらない）に改善した 

といった緊急安全対策による効果が確認できた。 

耐震裕度（Ss）

1 21.33

T.P.+13.8

T.P.+10.2
津
波
高
さ
(ｍ)

T.P.+4.28

緊急安全対策の
効果

：　クリフエッジ

（津波高さによらない）

 

図４．３．４ 地震と津波との重畳に関するクリフエッジ評価結果 

（ＳＦＰ：緊急安全対策の効果） 

 

4.3.7 結論 

地震と津波との重畳に対してクリフエッジを生じる起因事象は、炉心に

ある燃料に対しては、地震側の「外部電源喪失」および津波側の「過渡事

象＋ＣＣＷ喪失＋主給水喪失＋外部電源喪失」であり、ＳＦＰにある燃料

に対しては、地震側の「ＳＦＰ損傷」である。 

これらの事象におけるクリフエッジとしての耐震裕度と津波高さの組み

合わせは、以下の通りである。 

(1) 炉心にある燃料に対するクリフエッジ 

・耐震裕度 1.66Ss／津波高さ T.P.+13.8m 

 

(2) ＳＦＰにある燃料に対するクリフエッジ 

・耐震裕度 2Ss（津波高さによらない） 

      

よって、地震と津波との重畳に対するクリフエッジは、炉心にある燃料

に関するクリフエッジが、ＳＦＰにある燃料に関するクリフエッジよりも、

小さいことから、プラントとしてのクリフエッジは、図４．３．５に示す

ように、炉心にある燃料に関するクリフエッジと同じであると特定された。 
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図４．３．５ 地震と津波との重畳に関するクリフエッジ評価結果 

（プラント全体） 

 

本評価において、これまで実施してきた緊急安全対策が有効に機能しク

リフエッジが改善されたことについても確認することができた。 

地震については、「4.1.8 結論」に示したとおり、耐震安全性の向上に

係る当社独自の取り組みとして、耐震Ｓクラスの安全上重要な主な機器に

ついてSsの2倍程度の耐震裕度があるかどうかを確認し必要なものは対策

を実施すること、およびＳＦＰ冷却系設備について耐震Ｂクラスから耐震

Ｓクラス相当に向上させる対策等を進めており、今後も必要に応じ対策の

強化を図っていく。 

津波については、「4.2.7 結論」に示したとおり、今回の評価結果は、

緊急安全対策として実施した扉等のシール施工等による建屋への浸水防止

効果を考慮したものであることから、今後もその効果を維持していくため

保守点検を確実に実施するとともに、順次水密扉への取替えを行い、さら

に信頼性を高めていくこととしている。また、今後においても、海水ポン

プエリアへの防水対策の強化等、多重防護の観点での対策を充実すること

としている。 

以上、今後も更なる改善策を実施していくことにより、信頼性を高めて

いく。 
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注）イベントツリーの各ヘディングの上に記載している数値は、各緩和系の耐震裕度
　　（上段）と許容津波高さ（下段）である。このうち、下線は、各収束シナリオに

おける耐震裕度または許容津波高さの最小値を示すものである。

成功パス①　：　1.66Ss／10.2m
成功パス②　：　1.33Ss／10.2m
成功パス③　：　1.66Ss／13.8m

【耐力】

起因事象：主給水喪失（外部電源なし）

主給水喪失(外部
電源なし)、外部

電源喪失
原子炉停止

補助給水による蒸
気発生器への給水
（モータ駆動また
はタービン駆動）

主蒸気逃がし弁に
よる熱放出

(手動･中央制御室)

高圧注入による
原子炉への給水

充てん系による
ほう酸の添加

加圧器逃がし弁
による熱放出(手
動･中央制御室)

格納容器スプレイ
による格納容器

除熱

非常用所内電源
からの給電

補助給水による蒸
気発生器への給水
(タービン駆動(消
防自動車による復
水タンクへの給水

含む))

主蒸気逃がし弁に
よる熱放出
(手動･現場)

蓄圧注入による
ほう酸水の給水

電源車による給電

※1 フィードアンドブリ
ードシナリオへ移行

※1 フィードアンドブリ
ードシナリオへ移行

※1 フィードアンドブリードシナリオ

※2 緊急安全対策
シナリオへ移行

※2 緊急安全対策
シナリオへ移行

※2 緊急安全対策シナリオ

起因事象：外部電源喪失

高圧注入による
再循環炉心冷却

格納容器スプレイ
による再循環格納

容器冷却

※2 緊急安全対策
シナリオへ移行

※2 緊急安全対策
シナリオへ移行

※2 緊急安全対策
シナリオへ移行余熱除去ポンプに

よるブースティン
グ

※2 緊急安全対策
シナリオへ移行

 
地震と津波との重畳への耐力の評価結果（重畳：炉心損傷） 

＜地震による起因事象をベースとした評価＞ 
〔緊急安全対策後〕 
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資
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注）イベントツリーの各ヘディングの上に記載している数値は、各緩和系の耐震裕度
　　（上段）と許容津波高さ（下段）である。このうち、下線は、各収束シナリオに

おける耐震裕度または許容津波高さの最小値を示すものである。

【耐力】

成功パス①　：　1.66Ss/13.8m

津波高さ：10.2m～
発生事象：過渡事象＋補機冷却水の喪失＋主給水喪失＋外部電源喪失

過渡事象
＋補機冷却水の喪失

＋主給水喪失
＋外部電源喪失

原子炉停止

補助給水による蒸
気発生器への給水
（モータ駆動また
はタービン駆動）

主蒸気逃がし弁に
よる熱放出
(自動/手動･
中央制御室)

高圧注入による
原子炉への給水

充てん系による
ほう酸の添加

加圧器逃がし弁
による熱放出

(手動･中央制御室)

格納容器スプレイに
よる格納容器除熱

非常用所内電源
からの給電

主蒸気逃がし弁に
よる熱放出
(手動･現場)

蓄圧注入による
ほう酸の給水

電源車等による
給電

※1 フィードアンドブリ
ードシナリオへ移行

※1 フィードアンドブリ
ードシナリオへ移行

※1 フィードアンドブリードシナリオ

補機冷却系の回復

主蒸気逃がし弁に
よる熱放出
(手動･現場)

蓄圧注入による
ほう酸水の給水

補機冷却系の回復

※：破線は一度機能喪失した緩和系は回復しないという前提において、起因事象発生と同時に喪失する成功パスを示すもの

※2 緊急安全対策
シナリオへ移行

※2 緊急安全対策
シナリオへ移行

補助給水による蒸
気発生器への給水
(タービン駆動(消
防自動車による復
水タンクへの給水

含む))

※2 緊急安全対策シナリオ

高圧注入による
再循環炉心冷却

格納容器スプレイ
による再循環格納

容器冷却

※2 緊急安全対策
シナリオへ移行

※2 緊急安全対策
シナリオへ移行

余熱除去ポンプによる
ブースティング

※2 緊急安全対策
シナリオへ移行

※2 緊急安全対策
シナリオへ移行

 
地震と津波との重畳への耐力の評価結果（重畳：炉心損傷） 

＜津波による起因事象をベースとした評価＞ 
〔緊急安全対策後〕 
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注）イベントツリーの各ヘディングの上に記載している数値は、各緩和系の耐震裕度
　　（上段）と許容津波高さ（下段）である。このうち、下線は、各収束シナリオに

おける耐震裕度または許容津波高さの最小値を示すものである。

成功パス①　：　1.66Ss/10.2m
成功パス②　：　1.33Ss/10.2m

【耐力】

主給水喪失(外部
電源なし)、外部

電源喪失
原子炉停止

補助給水による蒸
気発生器への給水
（モータ駆動また
はタービン駆動）

主蒸気逃がし弁に
よる熱放出

(手動･中央制御室)

高圧注入による
原子炉への給水

充てん系による
ほう酸の添加

加圧器逃がし弁
による熱放出(手
動･中央制御室)

格納容器スプレイ
による格納容器

除熱

非常用所内電源
からの給電

※1 フィードアンドブリ
ードシナリオへ移行

※1 フィードアンドブリ
ードシナリオへ移行

※1 フィードアンドブリードシナリオ

起因事象：外部電源喪失

起因事象：主給水喪失（外部電源なし）

高圧注入による
再循環炉心冷却

格納容器スプレイ
による再循環格納

容器冷却
余熱除去ポンプに
よるブースティン

グ

 
 
 

地震と津波との重畳への耐力の評価結果（重畳：炉心損傷） 
＜地震による起因事象をベースとした評価＞ 

〔緊急安全対策前〕 
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地震と津波との重畳への耐力の評価結果（重畳：炉心損傷） 
＜津波による起因事象をベースとした評価＞ 

〔緊急安全対策前〕 
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注）イベントツリーの各ヘディングの上に記載している数値は、各緩和系の耐震裕度
　　（上段）と許容津波高さ（下段）である。このうち、下線は、各収束シナリオに

おける耐震裕度または許容津波高さの最小値を示すものである。

成功パス①　：　1.33Ss/10.2m
成功パス②　：　2.5Ss(津波の影響

を受けない）

【耐力】

起因事象：外部電源喪失

消防自動車による
注水

※1 消防自動車による海水注水シナリオ

外部電源喪失、
SFP冷却機能喪失
(外部電源なし)、
補機冷却水の喪失

非常用所内電源か
らの給電

※1 消防自動車による海水
注水シナリオへ移行

※1 消防自動車による海水
注水シナリオへ移行

燃料取替用水
タンクポンプ
による注水

燃料取替用水タン
クによる水源の確

保

起因事象：SFP冷却機能喪失（外部電源なし）

※3：消防自動車等は十分高い場所に保管されており、津波による
影響を受けない。なお、海水は津波の影響がない状況から使
用することから津波による影響を受けない。

※2：構造上浸水による影響を受けない。

起因事象：補機冷却水の喪失

 
地震と津波との重畳への耐力の評価結果（重畳：ＳＦＰ） 

＜地震による起因事象をベースとした評価＞ 
〔緊急安全対策後〕 
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注）イベントツリーの各ヘディングの上に記載している数値は、各緩和系の耐震裕度
　　（上段）と許容津波高さ（下段）である。このうち、下線は、各収束シナリオに

おける耐震裕度または許容津波高さの最小値を示すものである。

成功パス①　：　2.5Ss
(津波の影響を受けない）

【耐力】

※2：耐震Ｃクラス機器であるため、地震との重畳評価においては、
機能を期待しない。

※3：消防自動車等は十分高い場所に保管されており、津波による
影響を受けない。海水は津波の影響がない状況から使用する
ことから津波による影響を受けない。

津波高さ：10.2m～
発生事象：補機冷却水の喪失＋外部電源喪失

※：破線は一度機能喪失した緩和系は回復しないという前提において、起因事象発生と同時に喪失する成功パスを示すもの

補機冷却水の喪失
＋外部電源喪失

非常用所内電源か
らの給電

使用済燃料ピット
冷却系による冷却

２次系純水タンクから
の注水

燃料取替用水タンク
による水源の確保

※1 消防自動車による海
水注水シナリオへ移行燃料取替用水タンクポ

ンプによる注水

※1 消防自動車による海
水注水シナリオへ移行

消防自動車
による注水

※1：消防自動車による海水注水シナリオ

２次系純水タンクから
の注水

 
 
 

地震と津波との重畳への耐力の評価結果（重畳：ＳＦＰ） 
＜津波による起因事象をベースとした評価＞ 

〔緊急安全対策後〕 
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地震と津波との重畳への耐力の評価結果（重畳：ＳＦＰ） 
＜地震による起因事象をベースとした評価＞ 

〔緊急安全対策前〕 
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注）イベントツリーの各ヘディングの上に記載している数値は、各緩和系の耐震裕度
　　（上段）と許容津波高さ（下段）である。このうち、下線は、各収束シナリオに

おける耐震裕度または許容津波高さの最小値を示すものである。

【耐力】

津波高さ：10.2m～
発生事象：補機冷却水の喪失＋外部電源喪失

※：破線は一度機能喪失した緩和系は回復しないという前提において、起因事象発生と同時に喪失する成功パスを示すもの

補機冷却水の喪失
＋外部電源喪失

非常用所内電源か
らの給電

使用済燃料ピット
冷却系による冷却

起因事象発生時に緩和系の機能が
喪失することから、成功パスはない。

10.2m

1.66

燃料取替用水タンク
ポンプによる注水

燃料取替用水タンク
による水源の確保

２次系純水タンクから
の注水※1

※１：耐震Ｃクラス機器であるため、地震との重畳評価においては、
機能を期待しない。

２次系純水タンクから
の注水※1

 
 
 
 
 
 

地震と津波との重畳への耐力の評価結果（重畳：ＳＦＰ） 
＜津波による起因事象をベースとした評価＞ 

〔緊急安全対策前〕 
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4.4 全交流電源喪失 

4.4.1 評価の概要 

   本事象は、原子炉の出力運転中または停止中に送電系統または所内主発 

電設備の故障等により、外部電源が全て喪失し、かつＤ／Ｇの起動失敗ま

たは運転継続失敗により所内の全ての交流電源が喪失することを想定する。 

事象発生により、原子炉は制御棒の自重落下により自動停止するが、停

止後も崩壊熱が発生するため、継続的に除熱する必要がある。通常、プラ

ント停止における原子炉停止後の崩壊熱除去は、Ｓ／Ｇ２次側からの除熱

後に余熱除去系、原子炉補機冷却水系および原子炉補機冷却海水系等によ

り継続的に行う。また、ＳＦＰにおける使用済燃料の崩壊熱除去について

は、通常、ＳＦＰ水浄化冷却系、原子炉補機冷却水系および原子炉補機冷

却海水系等により継続的に行う。 

よって、炉心およびＳＦＰにおける燃料の崩壊熱除去に必要な補機は交

流電源を駆動源とするものがほとんどであり、これらの系統の機能停止も

あわせて想定する。 

全交流電源喪失によって機能停止する系統を含めた、伊方発電所第１号

機の出力運転時と通常停止時における主要な系統を図 4.4.1 に示す。 

本評価は、上記で想定した事象発生時における燃料の重大な損傷に至る

過程を明らかにし、その過程の進展を踏まえて、事象の継続時間を評価す

ることでクリフエッジを特定するとともに、事象進展を防止するための措

置の効果を確認する。 
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4.4.2 評価実施事項 

   全交流電源喪失に対して、以下の(1)～(3)の項目について評価を実施す

る。 

    (1) 内的事象ＰＳＡの知見を踏まえて、全交流電源喪失を起因事象とし

て燃料の重大な損傷に至る事象の過程を明らかにする。 

 

    (2) (1)において特定された事象の過程および外部電源喪失から全交流電

源喪失への進展過程を踏まえ、全交流電源喪失の継続時間を明らか

にし、クリフエッジの所在を特定する。 

 

    (3) 特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る

事象の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点

から、その効果を示す。 

 

4.4.3 評価方法 

   炉心にある燃料とＳＦＰにある燃料を対象に以下の評価を実施する。 

   (1) 外部電源喪失から全交流電源喪失までの事象の過程の特定 

     外部電源喪失から全交流電源喪失に至る事象の過程をイベントツリ

ーで特定し、事故シナリオの分析をするとともに、それらに対するＤ

／Ｇ等のバックアップ電源の構成を明らかにして、バックアップ電源

の有効性および限界（バックアップ電源の継続時間等）を明らかにす

る。 

 

   (2) 全交流電源喪失から燃料の重大な損傷までの事象の過程の特定 

     全交流電源喪失を起因事象として、燃料の重大な損傷に至る事象の    

過程をイベントツリーで特定し、事故シナリオの分析をするとともに、

全交流電源喪失時に、燃料の重大な損傷を防止するために使用できる

防護措置（緩和システム等）を明らかにする。 

 

   (3) 全交流電源喪失の継続時間およびクリフエッジの所在の特定 

  (2)において特定した事象の過程に基づき、全交流電源喪失の継続時

間評価を実施する。 

評価にあたっては、(2)で特定した防護措置が機能維持している間は、
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燃料の重大な損傷に至る事象進展を防止できることから、防護措置の

機能継続が可能な時間を評価し、クリフエッジの所在を特定する。 

 

    (4) 事象の過程の進展を防止する措置の効果の確認 

(2)において特定した防護措置ごとに、燃料の重大な損傷の防止また

は燃料の重大な損傷までの時間余裕増加に関する効果を明らかにする。 

また、防護措置の効果を多重防護の観点から確認する。具体的には

防護措置が機能喪失した場合には、その機能を代替する防護措置を明

らかにするとともに、機能を果たす防護措置の種類と数を確認する。 

 

 

4.4.4 評価条件 

 (1) 全交流電源喪失時においては、交流電源を駆動源とする動的機器および

間接的に除熱を要する機器は全て機能喪失するものとし、外部電源および

Ｄ／Ｇの機能は回復しないものとする。 

 

 (2) 基本的にはプラント外部からの支援は受けられないものと仮定するが、

外部からの支援の仕組みや空輸等の輸送手段が確立している場合には、そ

れを含めた評価を実施するものとする。 

 

 (3) 全交流電源喪失発生時の状況として、厳しい運転条件となるように、機

能別に以下の想定とし、炉心およびＳＦＰを対象として評価を実施する。 

a.  電源機能については、電源車の負荷として厳しい条件となる、１号機

が全出力運転状態を初期状態とする場合（以下、「運転時」という。）に

ついて評価を実施する。なお、評価に用いる全交流電源喪失時に必要な

電気容量の妥当性について確認する。 

（添付資料－３．４．６） 

b.  除熱機能については、運転時と燃料が原子炉からＳＦＰに全て取り出

された状態を初期状態とする場合（以下、「停止時」という。）について

評価を実施する。また、評価に用いる全交流電源喪失時に必要な水量の

妥当性について確認する。 

（添付資料－４．４．１） 
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 (4) 複数号機間の相互作用の可能性の考慮として、電源車、消防自動車の燃

料は発電所で共通に使用することから、他号機の状況を加味して厳しい状

態を想定する。具体的には、電源車および消防自動車の燃料は、発電所で

共用としていることから、１号機にとって評価結果が厳しくなるよう、２，

３号機においても全交流電源喪失が発生し、緊急安全対策（短期）および

設備強化対策（平成 24 年 4 月 30 日時点）により整備した対応を実施して

いる状態を仮定し、それぞれ最も評価結果が厳しくなるような運転状態を

想定する。また、評価に用いる全交流電源喪失時における電源車および消

防自動車に必要な燃料の妥当性について確認する。 

なお、可搬型消防ポンプおよび可搬型消防ポンプの運転に必要な燃料（ガ

ソリン）を配備することで、Ｓ／Ｇへの海水供給手段を別途整備している

が、本評価においては予備として使用しない扱いとした。また、電源車の

燃料である重油について、１，２，３号機Ｄ／Ｇ燃料油貯油槽および３号

機補助ボイラ燃料油貯蔵タンクに加えて、重油屋外貯蔵所に追加備蓄して

いるが、本評価においては予備として使用しない扱いとした。 

（添付資料－４．４．２） 

また、ろ過水タンクＡ，Ｂおよび脱塩水タンク１号（以下、これらのタ

ンクを総称して「淡水タンク」という。）については、１，２号機間では共

用するが、１，２号機と３号機間では共用しない。 

 

 (5) 評価にあたっては、平成 24 年 4 月 30 日時点の伊方発電所における施設

と管理状態を対象として実施する。また、評価にあたって考慮する防護措

置は、下記のイ）～ニ）に示す分類で区別し、それぞれの分類における防

護措置の効果を明確にする。 

   イ）工事計画で対象とした設備 

   ロ）整備済みのアクシデントマネジメント策 

   ハ）緊急安全対策（短期） 

   ニ）設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されて

いるもののうち設置済みの設備） 

   なお、設置されていないが計画が明らかになっている設備による防護措

置は参考とし、設置済みの設備（上記イ）～ニ））による防護措置とは区別

する。 
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 (6) 特定した防護措置については、手順の整備および教育・訓練等が実施さ

れているもののみを評価において考慮する。 

 

 (7) 外部電源喪失から全交流電源喪失および全交流電源喪失から燃料の重大

な損傷までの事象の過程において、地震、津波等の外部事象による設備へ

の影響は考慮しない。 

 

 (8) 継続時間評価において、全交流電源喪失発生後、炉心については、緊急

安全対策として整備した手順に従い、タービン動補助給水ポンプにより１

次冷却材温度約 170℃、圧力約 0.7MPa の状態まで移行し、電源車による余

熱除去系等の運転によりその状態を維持し、崩壊熱除去を行うものとして

評価する。 

   また、ＳＦＰについては、貯蔵されている燃料から発生する崩壊熱によ

って蒸散する水を給水し、ＳＦＰを通常水位-20cm に維持するものとして評

価するが、停止時においては、電源車によるＳＦＰ水浄化冷却系等の運転

により崩壊熱除去を行い、電源車の燃料である重油が枯渇した後は、消防

自動車により蒸散する水を給水するものとして評価する。 

 

4.4.5 評価結果 

(1) 外部電源喪失から全交流電源喪失までの事象の過程の特定 

   １号機に接続可能な送電線は、187ｋＶ送電線２ルート４回線と、66ｋＶ

送電線１回線で構成されている。また、所内のバックアップ電源として、

２台のＤ／Ｇを設置している。 

（添付資料－４．４．３） 

外部電源喪失に至る事象の過程としては、187ｋＶ送電線２ルート４回線

と 66ｋＶ送電線１回線が同時に停電することにより発生する。さらに、２

台設置したＤ／Ｇの起動失敗または運転継続失敗が同時に発生することで、

外部電源喪失から全交流電源喪失に至る。なお、１号機は、主蒸気ダンプ

容量約 40％の設計であり、外部電源喪失時に運転中の負荷を主蒸気ダンプ

系等に吸収させることで、安定的な状態に移行（所内単独運転）させるこ

とも期待できる。 

   上記の検討により外部電源喪失から全交流電源喪失に至る事象の過程を

抽出した結果をイベントツリーで図 4.4.2 に示す。 
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イ） イ）

Ｄ／Ｇ－Ａによる電源
供給

Ｄ／Ｇ－Ｂによる電源
供給

成功 成功

外部電源喪失

失敗 成功 成功 成功 成功（時間制限あり）
※

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 全交流電源喪失

失敗 ＡＴＷＳ（原子炉トリップ失敗事象）

イ） 工事計画で対象とした設備

ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策

ハ） 緊急安全対策（短期）

ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

※ 本イベントツリーに記載されているイベントのうち、実線のイベントについてＤ／Ｇの運転継続可能時間を評価した

起因事象

Ｄ／Ｇによる電源供給機能

状態所内単独運転 原子炉停止

 

  図 4.4.2 外部電源喪失から全交流電源喪失に至る事象の過程 

 

   外部電源喪失時においてＤ／Ｇは、原子炉を低温停止に移行するために

必要な機器へ電源供給を行うとともに、低温停止に移行した後は、その状

態を維持するために必要な機器に給電する。 

このため、Ｄ／Ｇの運転継続可能時間については、燃料タンク（68ｋℓ×

２基）の容量と、原子炉を低温停止に移行するために必要な機器および原

子炉の低温停止を維持するために必要な機器の負荷に応じた燃料消費量に

より算出され、約 6.8 日間連続運転することが可能である。 

（添付資料－４．４．４） 

 

(2) 全交流電源喪失から燃料の重大な損傷までの事象の過程の特定 

事象の過程として、炉心については全交流電源喪失が発生した場合、そ

の発生とほぼ同時にタービン動補助給水ポンプが起動し、復水タンク１号

等を水源としてＳ／Ｇ２次側への給水が行われ、Ｓ／Ｇを介して炉心の除

熱が行われる。その後、余熱除去系を用いた炉心の除熱に切り替える。こ

れら除熱機能が失われ、炉心からの崩壊熱を除去できなくなった場合、最

終的には燃料の重大な損傷に至る。 

また、全交流電源喪失に伴い、蓄電池から中央制御室等のプラント監視

上必要な箇所に給電が開始される。その後、蓄電池枯渇までに電源車から
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の電源供給を行う。これら電源機能が失われることで、Ｓ／Ｇ水位等のプ

ラント監視機能が喪失し、Ｓ／Ｇの水位制御ができなくなり、最終的には

燃料の重大な損傷に至る。 

この過程を炉心の除熱機能および電源機能を達成するシステムによるイ

ベントツリーで図 4.4.3 に示す。 

イ） イ） イ） イ） 二） 二） ハ） ロ） 二） ハ） ハ）

蓄電池による
電源供給

タービン動補
助給水ポンプ
の起動、主蒸
気逃がし弁に
よる熱放出

復水タンクを
水源とするＳ
／Ｇ給水によ
る除熱

蓄圧注入に
よるほう酸水
の給水

電源車
（1,825kVA）
からの電源
供給

多様化電源
（配電線）か
らの電源供
給

電源車
(300kVA)によ
る電源供給

２次系純水タ
ンクを水源と
するＳ／Ｇ給
水による除熱

代替電源か
らの電源供
給による余熱
除去設備に
よる冷却

淡水タンクを
水源とするＳ
／Ｇ給水によ
る除熱

海水を水源と
するＳ／Ｇ給
水による除熱

電源機能
※１ ◎

[蓄電池容量]
－ － －

◎
[重油]

○
○

[軽油]
－ － － －

除熱機能※１ － ◎
◎

[水源]
－ － － －

◎
[水源]

◎
[1,825kVA
電源車]

○
[水源、軽油]

○
[水源、軽油]

成功 成功 成功 成功 成功 成功 成功 成功（時間制限あり）
※２

全交流電源喪失

失敗 成功 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 燃料の重大な損傷

失敗 成功 成功

失敗 成功 成功

失敗

失敗 燃料の重大な損傷

失敗 燃料の重大な損傷

失敗 燃料の重大な損傷

失敗 燃料の重大な損傷

失敗 燃料の重大な損傷

イ）　工事計画で対象とした設備

ロ）　整備済みのアクシデントマネジメント策

ハ）　緊急安全対策（短期）

ニ）　設備強化対策（緊急安全対策に係る実施報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

※１　電源機能、除熱機能の各防護措置のうち◎の防護措置を用いた継続時間評価を実施した

※２　本イベントツリーに記載されているイベントのうち、実線のイベントについて電源機能および除熱機能の継続時間を評価した

※３，４　同様の分岐を考慮しているが、以降の記載を省略している

※５　余熱除去系による冷却へ切り替えるまでは淡水タンクまたは海水により除熱機能を維持する

起因事象

状態

※３

※３

※４

※４

※５

 

 図 4.4.3 全交流電源喪失から燃料の重大な損傷に至る事象の過程（炉心） 
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事象の過程として、ＳＦＰについては、全交流電源喪失に伴い除熱機能

が喪失するため、運転時においてはＳＦＰへの給水を行うことで、停止時

においては、ＳＦＰ水浄化冷却系を用いた冷却およびＳＦＰへの給水を行

うことで燃料を継続して除熱する。これら除熱機能が失われ、燃料の崩壊

熱を除去できなくなった場合、最終的には燃料の重大な損傷に至る。 

この過程をＳＦＰの除熱機能を達成するシステムによるイベントツリー

で図 4.4.4 および図 4.4.5 に示す。 

 

イ） ハ） ハ）

２次系純水タンクを水
源とするＳＦＰ給水によ
る除熱

淡水タンクを水源とす
るＳＦＰ給水による除
熱

海水を水源とするＳＦ
Ｐ給水による除熱

除熱機能
※１ ◎

[水源、1,825kVA電源車]

◎
[水源、軽油、1,825kVA

電源車※３]

◎
[水源、軽油]

成功 成功 成功 成功（時間制限あり）
※２

全交流電源喪失

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 燃料の重大な損傷

イ） 工事計画で対象とした設備

ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策

ハ） 緊急安全対策（短期）

ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

※１ 除熱機能の各防護措置のうち◎の防護措置を用いた継続時間評価を実施した。

※２ 本イベントツリーに記載されているイベントのうち、実線のイベントについて 除熱機能の継続時間を評価した。

※３ ２次系純水タンクを経由した淡水補給時には電源が必要であるが、消防自動車による直接注水時には不要。

起因事象

状態

 

 図 4.4.4 全交流電源喪失から燃料の重大な損傷に至る事象の過程 

（ＳＦＰ：運転時） 
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 図 4.4.5 全交流電源喪失から燃料の重大な損傷に至る事象の過程 

（ＳＦＰ：停止時） 

 

全交流電源喪失から燃料の重大な損傷までの事象の過程から、炉心およ

びＳＦＰにある燃料の重大な損傷を防止するための機能とシステムが把握

できた。 

これらに係る設備は以下のとおりであり、保全プログラムまたは社内マ

ニュアルに従って設備の保全を実施することで健全性の維持および確認を

実施している。 

イ） 二） ハ） ハ）

２次系純水タンクを水
源とするＳＦＰ給水によ
る除熱

代替電源からの電源
供給によるＳＦＰ水浄
化冷却系による冷却

淡水タンクを水源とす
るＳＦＰ給水による除
熱

海水を水源とするＳＦ
Ｐ給水による除熱

除熱機能
※１ ◎

[水源、1,825kVA電源車]
◎

[1,825kVA電源車]

◎
[水源、軽油、1,825kVA

電源車※４]

◎
[水源、軽油]

成功 成功 成功 成功 成功（時間制限あり）
※２

全交流電源喪失

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗

失敗 成功 成功 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 燃料の重大な損傷

イ） 工事計画で対象とした設備

ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策

ハ） 緊急安全対策（短期）

ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

※１ 除熱機能の各防護措置のうち◎の防護措置を用いた継続時間評価を実施した。

※２ 本イベントツリーに記載されているイベントのうち、実線のイベントについて 除熱機能の継続時間を評価した。

※３ 同様の分岐を考慮しているが、以降の記載を省略している。

※４ ２次系純水タンクを経由した淡水補給時には電源が必要であるが、消防自動車による直接注水時には不要。

※５ ＳＦＰ水浄化冷却系による冷却へ切り替えるまでは淡水タンクまたは海水により除熱機能を維持する

起因事象

状態

※３

※３

※５
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○炉心における除熱機能 

タービン動補助給水ポンプ、復水タンク１号、２次系純水タンク１

号、淡水タンク(ろ過水タンクＡ，Ｂ、脱塩水タンク１号）、消防自動

車、海水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプ、原子炉補機冷却水冷却器、

余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器 

 

○ＳＦＰにおける除熱機能 

     ２次系純水タンク１号、純水サービスポンプ、淡水タンク(ろ過水タ

ンクＡ，Ｂ、脱塩水タンク１号）、消防自動車、海水ポンプ、原子炉補

機冷却水ポンプ、原子炉補機冷却水冷却器、使用済燃料ピットポンプ、

使用済燃料ピット冷却器 

 

○電源機能 

     蓄電池、電源車、Ｄ／Ｇ燃料油貯油槽、３号機補助ボイラ燃料油貯

蔵タンク 

 

   なお、水源として使用するタンクについては、緊急安全対策策定時に他

号機も含めた割り当てを設定しており、評価に用いる保有水量は、復水タ

ンク１号については保安規定記載値、その他のタンクについては運用水位

とした。 

（添付資料－４．４．５） 

 

(3) 全交流電源喪失の継続時間およびクリフエッジの所在の特定 

   (2)の結果より、全交流電源喪失が発生した場合に、炉心およびＳＦＰに

おける燃料の重大な損傷を防止するためには、電源機能および除熱機能が

継続する必要があり、両機能の継続可能時間の評価について、以下の a.お

よび b.に示すとおり実施し、クリフエッジ所在の特定を行った。また、継

続時間評価のフロー図は以下のとおりである。 

     ＜電源機能の継続時間評価＞ 

 

 

 

 

蓄電池の枯渇時間評価 

電源車の給電継続時間評価 

クリフエッジ（機能喪失）時間評価 
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＜除熱機能の継続時間評価＞ 

     

 

 

 

 

 

 

 

   a. 運転時の継続時間に係る評価およびクリフエッジの特定 

    (a) 電源機能継続に係る評価 

電源機能の一つである電源車に用いる燃料（重油）は発電所で共用

としていることから、4.4.4(3)および(4)に記載したとおり、他号機

について、燃料消費上最も厳しい評価となるように、１，２，３号機

とも運転時に全交流電源喪失が発生したと想定して評価を実施した。 

全交流電源喪失が発生した場合、(2)に記載したとおり、蓄電池か

ら中央制御室等のプラント監視上必要な箇所に給電が開始され、約 5

時間は電源供給が可能である。 

（添付資料－４．４．６） 

蓄電池枯渇後の電源として、配備した電源車により、電源を供給す

ることが可能である。 

（添付資料－３．４．２） 

また、電源車による電源供給は、訓練により蓄電池が枯渇するまで

に実施可能であることが確認されており、その後、電源車から継続的

に電源を供給するためには、電源車の運転に必要な燃料（重油）を補

給する必要がある。 

（添付資料－３．４．１１） 

発電所に備蓄してある燃料のうち、電源車使用にあたって期待して

いる重油（632ｋℓ）を全て消費するまでの時間を評価すると、重油は

約 17.4 日後に枯渇することから、１号機における運転中の電源機能

の継続時間は図 4.4.6 に示すとおり約 17.4 日間となる。 

 

Ｓ／Ｇ、ＳＦＰへの必要給水量評価 

タンク等の水源枯渇時間評価 

消防自動車による燃料消費時間評価 

クリフエッジ（機能喪失）時間評価 
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図 4.4.6 運転時の電源機能継続時間に係る評価結果 

 

    (b) 除熱機能継続に係る評価 

    ⅰ. 炉心にある燃料に対する評価結果 

運転時に全交流電源喪失が発生した場合、Ｓ／Ｇからの蒸気を駆

動源とするタービン動補助給水ポンプが自動起動し、Ｓ／Ｇ２次側

への給水を行い、炉心の除熱を行う。 

水源としては、復水タンク１号、２次系純水タンク１号、淡水タ

ンクの順に切り替え、最終的には消防自動車を用いて海水を取水し、

復水タンク１号または２次系純水タンク１号に給水することで、Ｓ

／Ｇ２次側への給水を確保することが可能である。なお、Ｓ／Ｇへ

の給水源は復水タンク１号を除いてＳＦＰへの給水評価に用いる

水源と同様であり、両者に同時に給水するとして評価した。 

（添付資料－３．４．３） 

また、海水系統は健全であることから、電源車により海水ポンプ

等を起動することで、炉心の除熱を余熱除去系による除熱に切り替

えることが可能である。 

２次系純水タンク１号の枯渇までに炉心の除熱を余熱除去系に

よる除熱に切り替えると想定して、各水源へ切り替えた場合の枯渇

時間については、図 4.4.7 に示すとおり、復水タンク１号では約 5

時間、２次系純水タンク１号へ切り替えることで約 4日間継続して

給水が可能であり、以降除熱のためのＳ／Ｇへの給水は不要となる。 

 

 

 

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

イ）

ニ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

電源
機能

全交流電源喪失発生からの時間［日］

電源機能に係る防護措置

①蓄電池

②電源車［重油］
　･非常用ディーゼル発電機燃料
　 油貯油槽（1,2,3号機）：530kl利用
　･3号機補助ボイラ燃料油貯蔵
　 タンク：102kl利用 発電所備蓄燃料より電源車に燃料供給 外部から燃料調達により運転継続

約１７．４日後 ★重油枯渇

約５時間後
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（炉　心）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

イ）

ロ）

ハ）

ハ）

ニ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

全交流電源喪失発生からの時間［日］

炉心
除熱
機能

除熱機能に係る防護措置

①復水タンク１号
　　　　　　　　　　　【305m3利用】

②２次系純水タンク１号
　　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

④海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

⑤海水ポンプ起動
　（電源車[重油］を利用）

③淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

約５時間後

以降Ｓ／Ｇへの給水は不要

約４日後

以降Ｓ／Ｇへの給水は不要

２次系純水タンクの
枯渇までに切替

※

※：保安規定にて規定されている復水タンクの水量を使用

余熱除去系を用いた除熱継続

 
図 4.4.7 運転時の炉心除熱機能継続時間に係る評価結果 

 

    ⅱ. ＳＦＰにある燃料に対する評価結果 

運転時に全交流電源喪失が発生した場合、ＳＦＰの除熱機能が喪

失し、使用済燃料の崩壊熱により、ＳＦＰの水温が上昇することで

水が蒸散していくため、他の水源から消防自動車を用いて、ＳＦＰ

へ給水を行う必要がある。 

水源としては、２次系純水タンク１号、淡水タンクの順に切り替

え、最終的には消防自動車を用いて海水を取水し、ＳＦＰへの給水

を確保することが可能である。なお、ＳＦＰへの給水源はＳ／Ｇへ

の給水評価に用いた水源と同様であり、両者に同時に給水するとし

て評価した。 

（添付資料－３．４．４） 

各水源へ切り替えた場合の枯渇時間については、図 4.4.8 に示す

とおり、２次系純水タンク１号では約 4日後、淡水タンクへ切り替

えることで約 28 日後となり、最終的に海水に切り替えた場合、水

源は無限大となる。 

            しかし、消防自動車を用いて淡水もしくは海水を給水するには、

消防自動車の運転に必要な燃料（軽油）を補給する必要がある。発

電所に備蓄してある軽油（20ｋℓ）は他号機にも使用するため、4.4.4 

(4)に記載したとおり、燃料消費上最も厳しい評価となるケースを

検討した。その結果、１号機が運転中、２，３号機が停止中に全交

流電源喪失が発生し、外部からの支援が受けられないと仮定した場

合、図 4.4.8 に示すとおり発電所に備蓄してある軽油が約 43.0 日
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後に枯渇することから、１号機における運転中のＳＦＰに関する除

熱機能の継続時間は約 43.0 日間となる。 

（添付資料－４．４．７） 

 

（ＳＦＰ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ・・・ 27 28 29 30 ・・・ 42 43 44 45 46 47

イ）

消防自動車［軽油］
および電源車［重
油］による、純水
サービスポンプの
運転を利用

消防自動車［軽油］
を利用

ハ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）
※ ３号機淡水タンク枯渇以降は、１，２，３号機とも海水注入に切り替えるとして評価した

全交流電源喪失発生からの時間［日］

③海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

SFP
除熱
機能

ハ）

除熱機能に係る防護措置

①２次系純水タンク１号
　（電源車［重油］による、純水
　　サービスポンプの運転を利用）
　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

②淡水タンク

【1,2号機合計で
12,400m3利用】

発電所備蓄燃料より
消防自動車に燃料供給

約２８日後

★軽油枯渇

外部から燃料調達
により運転継続

発電所備蓄燃料より消防自動車に燃料供給

約４日後

SFP補給開始

約１７．４日後

発電所備蓄燃料より
消防自動車に燃料供給

約４３．０日後

２次系純水タンクを経由した
SFPへの淡水給水

消防自動車によるSFP
への淡水直接給水

※

 

図 4.4.8 運転時のＳＦＰ除熱機能継続時間に係る評価結果 

 

(c) クリフエッジ所在の特定 

(a)電源機能および(b)除熱機能の継続時間評価より、運転時のクリ

フエッジは図 4.4.9 に示すとおり、炉心では電源機能の継続に必要な

電源車の燃料である重油が枯渇する全交流電源喪失発生から約 17.4

日後となり、ＳＦＰでは除熱機能の継続に必要な消防自動車の燃料で

ある軽油が枯渇する全交流電源喪失発生から約 43.0 日後となる。 
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（炉　心）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

イ）

ニ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

イ）

ロ）

ハ）

ハ）

ニ）

（ＳＦＰ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ・・・ 27 28 29 30 ・・・ 42 43 44 45 46 47

電源
機能

ニ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ・・・ 27 28 29 30 ・・・ 42 43 44 45 46 47

イ）

消防自動車［軽油］
および電源車［重
油］による、純水
サービスポンプの
運転を利用

消防自動車［軽油］
を利用

ハ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）
※ ３号機淡水タンク枯渇以降は、１，２，３号機とも海水注入に切り替えるとして評価した

電源
機能

SFP
除熱
機能

全交流電源喪失発生からの時間［日］

全交流電源喪失発生からの時間［日］

炉心
除熱
機能

電源機能に係る防護措置

①蓄電池

②電源車［重油］
　･非常用ディーゼル発電機燃料
　 油貯油槽（1,2,3号機）：530kl利用
　･3号機補助ボイラ燃料油貯蔵
　 タンク：102kl利用

除熱機能に係る防護措置

③海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

①復水タンク１号
　　　　　　　　　　　【305m3利用】

②２次系純水タンク１号
　　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

④海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

⑤海水ポンプ起動
　（電源車[重油］を利用）

③淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

ハ）

電源機能に係る防護措置

①電源車［重油］
　･非常用ディーゼル発電機燃料
　 油貯油槽（1,2,3号機）：530kl利用
　･3号機補助ボイラ燃料油貯蔵
　 タンク：102kl利用

除熱機能に係る防護措置

①２次系純水タンク１号
　（電源車［重油］による、純水
　　サービスポンプの運転を利用）
　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

②淡水タンク

【1,2号機合計で
12,400m3利用】

発電所備蓄燃料より
消防自動車に燃料供給

約５時間後

余熱除去系を用いた除熱継続

以降Ｓ／Ｇへの給水は不要

約４日後

以降Ｓ／Ｇへの給水は不要

２次系純水タンクの
枯渇までに切替

発電所備蓄燃料より電源車に燃料供給 外部から燃料調達により運転継続

約１７．４日後 ★重油枯渇
（クリフエッジ）

約２８日後

★軽油枯渇
(クリフエッジ）

外部から燃料調達
により運転継続

発電所備蓄燃料より消防自動車に燃料供給

約４日後

SFP補給開始

約５時間後

外部から燃料調達により運転継続

約１７．４日後 ★重油枯渇

約１７．４日後

発電所備蓄燃料より電源車に燃料供給

発電所備蓄燃料より
消防自動車に燃料供給

約４３．０日後

２次系純水タンクを経由した
SFPへの淡水給水

消防自動車によるSFP
への淡水直接給水

※

※：保安規定にて規定されている復水タンクの水量を使用

※

 
図 4.4.9 運転時のクリフエッジ所在の特定結果 

 

b. 停止時の継続時間に係る評価およびクリフエッジの特定 

(a) 電源機能継続に係る評価 

電源車の負荷は保守的に運転時と同様の消費があるとして評価した。

よって、a．(a)と同様となり、停止中の電源機能の継続時間は約 17.4

日間となる。 
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(b) 除熱機能継続に係る評価 

  停止時には炉心の燃料はＳＦＰに取り出されているため、ＳＦＰに

ついてのみ評価を行った。 

 ⅰ. ＳＦＰにある燃料に対する評価結果 

停止時に全交流電源喪失が発生した場合、ＳＦＰの除熱機能が喪

失し、使用済燃料の崩壊熱により、ＳＦＰの水温が上昇することで

水が蒸散していくため、他の水源から消防自動車を用いて、ＳＦＰ

へ給水を行う必要がある。 

水源としては、２次系純水タンク１号、淡水タンクの順に切り替

え、最終的には消防自動車を用いて海水を取水し、ＳＦＰへの給水

を確保することが可能である。 

（添付資料－３．４．４） 

なお、海水系統は健全であることから、電源車により海水ポンプ

等を起動することで、使用済燃料の除熱をＳＦＰ水浄化冷却系によ

る除熱に切り替えることが可能である。 

２次系純水タンク１号の枯渇までに使用済燃料の除熱をＳＦＰ

水浄化冷却系による除熱に切り替えた場合、２次系純水タンク１号

の枯渇時間は図 4.4.10 に示すとおり、約 6 日後となり、以後除熱

のための直接給水は不要となる。 

 

（ＳＦＰ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ・・・ 26 27 28 29 30 ・・・ 40 41 42 43 44

イ）

ハ）

ハ）

ニ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

全交流電源喪失発生からの時間［日］

除熱機能に係る防護措置

ＳＦＰ
除熱
機能

①２次系純水タンク１号
　（電源車［重油］による、純水
　　サービスポンプの運転を利用）
　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

②淡水タンク
　（消防自動車［軽油］および電源車
　　［重油］による、純水サービス
　　ポンプの運転を利用または、
　　消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

③海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

④海水ポンプ起動

　（電源車[重油］を利用）

約６日後

以降ＳＦＰへの給水は不要

２次系純水タンクの

枯渇までに切替

SFP補給開始

ＳＦＰ水浄化冷却系を用いた除熱継続

以降ＳＦＰへの給水は不要

 

図 4.4.10 停止時のＳＦＰ除熱機能継続時間に係る評価結果 
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(c) クリフエッジ所在の特定 

(a)電源機能および(b)除熱機能の継続時間評価より、全交流電源喪

失発生後約 17.4 日後に電源車の燃料である重油が枯渇することで、Ｓ

ＦＰ水浄化冷却系を用いた除熱機能が喪失するが、消防自動車により

淡水もしくは海水を給水することで除熱機能を維持することが可能で

ある。 

しかし、消防自動車を用いて淡水もしくは海水を給水するには、消

防自動車の運転に必要な燃料（軽油）を補給する必要がある。発電所

に備蓄してある軽油（20ｋℓ）は他号機にも使用するため、4.4.4(4)に

記載したとおり、燃料消費上最も厳しい評価となるケースを検討した。

その結果、１，２，３号機とも停止中に全交流電源喪失が発生し、外

部からの支援が受けられないと仮定した場合、図4.4.11に示すとおり、

発電所に備蓄してある軽油が約 40.3 日後に枯渇することから、１号機

における停止中のＳＦＰに関する除熱機能の継続時間は約40.3日間と

なる。 

（添付資料－４．４．７） 

よって、停止時のクリフエッジは、図 4.4.11 に示すとおり、ＳＦＰ

の除熱機能継続に必要な消防自動車の燃料である軽油が枯渇する全交

流電源喪失発生から約 40.3 日後となる。 

（ＳＦＰ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ・・・ 26 27 28 29 30 ・・・ 40 41 42 43 44

電源
機能

ニ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ・・・ 26 27 28 29 30 ・・・ 40 41 42 43 44

イ）

ハ）

ハ）

ニ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）
※ ３号機淡水タンク枯渇以降は、１，２，３号機とも海水注入に切り替えるとして評価した

電源機能に係る防護措置

除熱機能に係る防護措置

全交流電源喪失発生からの時間［日］

ＳＦＰ
除熱
機能

①電源車［重油］
　･非常用ディーゼル発電機燃料
　 油貯油槽（1,2,3号機）：530kl利用
　･3号機補助ボイラ燃料油貯蔵
　 タンク：102kl利用

①２次系純水タンク１号
　（電源車［重油］による、純水
　　サービスポンプの運転を利用）
　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

②淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

③海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

④海水ポンプ起動

　（電源車[重油］を利用）

約６日後

ＳＦＰへの給水不要

２次系純水タンクの
枯渇までに切替

SFP補給開始

約２８日後

発電所備蓄燃料より電源車に燃料供給 外部から燃料調達により運転継続

約１７．４日後 ★重油枯渇

ＳＦＰ水浄化冷却系を用いた除熱

約１７．４日後

発電所備蓄燃料より
消防自動車に燃料供給

★軽油枯渇
(クリフエッジ）

外部から燃料調達
により運転継続

約４０．３日後

発電所備蓄燃料より
消防自動車に燃料供給

淡水タンクを水源とする
注水に切替

※

 
図 4.4.11 停止時のクリフエッジ所在の特定結果 
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以上の結果により、運転時および停止時のクリフエッジは表 4.4.1

のとおりとなった。 

表 4.4.1 クリフエッジの特定結果 

 １号機運転時 １号機停止時 

炉 心 約 17.4 日後 －※ 

ＳＦＰ 約 43.0 日後 約 40.3 日後 

※：停止時の炉心については、燃料が全てＳＦＰへ取り出されて 

いるため評価不要。 

 

(4) 事象の過程の進展を防止する措置の効果の確認 

   運転時における炉心およびＳＦＰ、停止時におけるＳＦＰそれぞれにつ

いて、(2)において特定した防護措置の効果を a.および b.に示すように、

緊急安全対策実施前のクリフエッジおよび平成 24 年 4 月 30 日時点のクリ

フエッジを比較することで緊急安全対策と設備強化対策のうち実施済みの

設備の効果について、図 4.4.12～図 4.4.14 のように評価した。 

 

a.緊急安全対策前のクリフエッジ 

(a) 運転時 

炉心のクリフエッジは蓄電池の枯渇であり、約 5 時間後であった。

また、ＳＦＰのクリフエッジは保有水が温度上昇し、蒸散が顕著とな

る水温 100℃付近に到達する時点であり、約 44 時間後であった。 

(b) 停止時 

ＳＦＰのクリフエッジは保有水が温度上昇し、蒸散が顕著となる水

温 100℃付近に到達する時点であり、約 11 時間後であった。 

 

b.平成 24 年 4 月 30 日時点のクリフエッジ 

(a) 運転時 

(3)に示すとおり、平成 24 年 4 月 30 日時点では、緊急安全対策およ

び設備強化対策により、炉心については電源機能として電源車が加わ

ったことおよび除熱機能として代替電源を用いた余熱除去系による除

熱が可能となったことから、クリフエッジは約 17.4 日後となった。ま

た、ＳＦＰについては、除熱機能の種類に淡水タンクおよび海からの
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給水による除熱が可能となったことから、クリフエッジは約 43.0 日後

となった。 

 (b) 停止時 

(3)に示すとおり、平成 24 年 4 月 30 日時点では、緊急安全対策およ

び設備強化対策により、除熱機能として代替電源を用いたＳＦＰ水浄

化冷却系による除熱および淡水タンク、海からの給水による除熱が可

能となったことから、ＳＦＰのクリフエッジは約 40.3 日後となった。 

（炉　心）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

イ）

ニ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

イ）

ロ）

ハ）

ハ）

ニ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

全交流電源喪失発生からの時間［日］

炉心
除熱
機能

電源機能に係る防護措置

①蓄電池

②電源車［重油］
　･非常用ディーゼル発電機燃料
　 油貯油槽（1,2,3号機）：530kl利用
　･3号機補助ボイラ燃料油貯蔵
　 タンク：102kl利用

除熱機能に係る防護措置

①復水タンク１号
　　　　　　　　　　　【305m3利用】

②２次系純水タンク１号
　　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

④海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

⑤海水ポンプ起動
　（電源車[重油］を利用）

③淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

電源
機能

約５時間後

余熱除去系を用いた除熱継続

以降Ｓ／Ｇへの給水は不要

約４日後

以降Ｓ／Ｇへの給水は不要

２次系純水タンクの
枯渇までに切替

発電所備蓄燃料より電源車に燃料供給 外部から燃料調達により運転継続

約１７．４日後 ★重油枯渇
（クリフエッジ）

約５時間後

※

※：保安規定にて規定されている復水タンクの水量を使用
緊急安全対策前

（蓄電池枯渇;約5時間後）
4月30日時点

（重油枯渇;約17.4日後）

 

図 4.4.12 運転時の炉心に対する防護措置の効果 

（ＳＦＰ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ・・・ 27 28 29 30 ・・・ 42 43 44 45 46 47

電源
機能

ニ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ・・・ 27 28 29 30 ・・・ 42 43 44 45 46 47

イ）

消防自動車［軽油］
および電源車［重
油］による、純水
サービスポンプの
運転を利用

消防自動車［軽油］
を利用

ハ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）
※１ ２次系純水タンクから重力注入により補給することも可能であるが、保守的に無視している。
※２ ３号機淡水タンク枯渇以降は、１，２，３号機とも海水注入に切り替えるとして評価した

SFP
除熱
機能

全交流電源喪失発生からの時間［日］

③海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

ハ）

電源機能に係る防護措置

①電源車［重油］
　･非常用ディーゼル発電機燃料
　 油貯油槽（1,2,3号機）：530kl利用
　･3号機補助ボイラ燃料油貯蔵
　 タンク：102kl利用

除熱機能に係る防護措置

①２次系純水タンク１号
　（電源車［重油］による、純水
　　サービスポンプの運転を利用）
　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

②淡水タンク

【1,2号機合計で
12,400m3利用】

発電所備蓄燃料より
消防自動車に燃料供給

約２８日後

★軽油枯渇
(クリフエッジ）

外部から燃料調達
により運転継続

発電所備蓄燃料より消防自動車に燃料供給

約４日後

SFP補給開始

外部から燃料調達により運転継続

約１７．４日後 ★重油枯渇

約１７．４日後

発電所備蓄燃料より電源車に燃料供給

発電所備蓄燃料より
消防自動車に燃料供給

約４３．０日後

２次系純水タンクを経由した
SFPへの淡水給水

消防自動車によるSFP
への淡水直接給水

緊急安全対策前
（水温100℃;約44時間後）

4月30日時点
（軽油枯渇;約43.0日後）

※１

※２

 

図 4.4.13 運転時のＳＦＰに対する防護措置の効果 
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（ＳＦＰ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ・・・ 26 27 28 29 30 ・・・ 40 41 42 43 44

電源
機能

ニ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ・・・ 26 27 28 29 30 ・・・ 40 41 42 43 44

イ）

ハ）

ハ）

ニ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）
※１ ２次系純水タンクから重力注入により補給することも可能であるが、保守的に無視している。
※２ ３号機淡水タンク枯渇以降は、１，２，３号機とも海水注入に切り替えるとして評価した

電源機能に係る防護措置

除熱機能に係る防護措置

全交流電源喪失発生からの時間［日］

ＳＦＰ
除熱
機能

①電源車［重油］
　･非常用ディーゼル発電機燃料
　 油貯油槽（1,2,3号機）：530kl利用
　･3号機補助ボイラ燃料油貯蔵
　 タンク：102kl利用

①２次系純水タンク１号
　（電源車［重油］による、純水
　　サービスポンプの運転を利用）
　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

②淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

③海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

④海水ポンプ起動
　（電源車[重油］を利用）

約６日後

ＳＦＰへの給水不要

２次系純水タンクの
枯渇までに切替

SFP補給開始

約２８日後

発電所備蓄燃料より電源車に燃料供給 外部から燃料調達により運転継続

約１７．４日後 ★重油枯渇

ＳＦＰ水浄化冷却系を用いた除熱

約１７．４日後

発電所備蓄燃料より
消防自動車に燃料供給

★軽油枯渇
(クリフエッジ）

外部から燃料調達
により運転継続

約４０．３日後

発電所備蓄燃料より
消防自動車に燃料供給

淡水タンクを水源とする
注水に切替

緊急安全対策前
（水温100℃;約11時間後）

4月30日時点
（軽油枯渇;約40.3日後）

※１

※２

 
図 4.4.14 停止時のＳＦＰに対する防護措置の効果 

 

 上記の a.および b.において評価したクリフエッジおよび防護措置の効

果を表 4.4.2 のとおり整理した。 

 

表 4.4.2 防護措置の効果 

 緊急安全対策前 

のクリフエッジ 

平成 24 年 4 月 30 日 

時点のクリフエッジ 

炉 心 約 5時間後 約 17.4 日後 １号機 

運転時 ＳＦＰ 約 44 時間後 約 43.0 日後 

１号機 

停止時 
ＳＦＰ 約 11 時間後 約 40.3 日後 

 

さらに、このクリフエッジを防止する対策として、発電所への継続的

な燃料輸送手段を確立しており、発電所の備蓄分が枯渇するまでに陸路

による補給を行うこととしている。また、陸路による燃料補給が困難な

場合を想定して、海路または空路による補給を行うことができる契約を

結んでおり、継続して燃料を調達することが可能である。※ 

（添付資料－３．６．６） 

※ 「３号機審査質問回答」の「（Ｎｏ．１２）地震、津波及び地震・津波の重畳時における冷却継

続時間の評価」11 頁～18 頁参照 



 4-4-22

 

また、設備強化対策としてすでに設置済みである、伊方発電所に隣接

する変電所から構内まで敷設した配電線が使用可能な状態であれば、当

該配電線を使用することで、安全系機器に電源を供給することができ、

継続的に燃料の損傷に至る事象の進展を防止することが可能である。 

（添付資料－３．４．２） 

 

4.4.6 結論 

   4.4.5 で示したとおり、緊急安全対策（短期）および設備強化対策により、

燃料の重大な損傷に至る過程の進展を防止するための措置を講じた結果、

全交流電源喪失が発生した場合に、発電所外部からの燃料補給がない場合

でも炉心で約 17.4 日間、ＳＦＰで約 40.3 日間は必要な機能を維持するこ

とができる。 

なお、クリフエッジを防止するための対策として、発電所構内に備蓄し

ている燃料で炉心およびＳＦＰの除熱を継続している期間内に、陸路、海

路または空路による継続的な燃料補給を行うことで機能維持が可能である。  

さらに、伊方発電所に隣接する変電所から構内まで敷設した配電線（設

備強化対策として設置済み）を用いることによっても、燃料の重大な損傷

に至る過程の進展を防止し、電源機能および除熱機能の維持が可能である

ことから、十分クリフエッジの発生を防止することが可能である。また、

緊急安全対策（短期）において配備した 300kVA の電源車１台を１，２，３

号機共通の予備機として使用可能な運用としている。 

 

 

 



全交流電源喪失時に必要な水量の妥当性

（１）タンク容量および基数

（２）各タンクにおける有効水量

注：2次系純水タンクおよび淡水タンクの有効水量については、それぞれ3桁目以降を切捨処理

とし有効数字２桁で評価した。

１．まえがき

表１ 各タンクの容量および基数

表２ 各タンクにおける有効水量

伊方発電所における全交流電源喪失時において、蒸気発生器２次側への給
水による炉心の崩壊熱除去および使用済燃料ピットへ水を補給することで貯蔵
燃料の崩壊熱による水位低下を補うために必要な水量に関する評価を実施し
た。

２．評価条件

全交流電源喪失時において、蒸気発生器および使用済燃料ピットの水源とな
るタンクの容量を表１に、各タンクの有効水量を表２に示す。

３号２号

約1,500
（約1,500×1基）

約390
（約390×1基）

（参考）

約14,500
（約6,000×2基，約2,500×1基）

約1,500
（約1,500×1基）

約390
（約390×1基）

１号タンク名称

淡水タンク容量
〔m3〕

２次系純水タン
ク容量〔m3〕

復水タンク容量
〔m3〕

約6,000
（約3,000×2基 ）

約3,000
（約3,000×1基）

約740
（約740×1基）

３号２号

5,200

2,600

610

（参考）
１号タンク名称

蒸気発
生器
および
使用済
燃料
ピット

備考供給先

12,400
淡水タンク水

量〔m3〕

２次系純水タ
ンク水量〔m3〕

復水タンク水
量〔m3〕

使用可能な水量はタンクの自
動補給開始レベルとし、1,2号
機については、各タンクの合計
容量を共用するものとした

使用可能な水量はタンクの自
動補給開始レベルとした

1,2001,200

使用可能な水量は保安規定で
の要求水量とした

305305
蒸気発
生器

注：伊方３号機の場合は復水タンクを補助給水タンクと読み替える。（以下同様）

添付資料－４．４．１ （１／１３）
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（３）蒸気発生器への必要給水流量算出に用いた崩壊熱の評価

ウラン燃料

・燃焼度：３回照射燃料 55,000MWd/t

２回照射燃料 36,700MWd/t

１回照射燃料 18,300MWd/t

・ウラン濃縮度： 4.8wt％

１，２号炉

ウラン燃料

・燃焼度： ３回照射燃料 55,000MWd/t

２回照射燃料 36,700MWd/t

１回照射燃料 18,300MWd/t

・ウラン濃縮度： 4.8wt％

MOX燃料

・燃焼度： ３回照射燃料 45,000MWd/t

２回照射燃料 35,000MWd/t

１回照射燃料 15,000MWd/t

・Pu含有率： 4.１wt％濃縮ウラン相当

（参考） ３号炉

燃焼条件

表３ 崩壊熱評価条件

蒸気発生器への必要補給水流量の計算に必要な炉心の崩壊熱の評価は、表
３に示すような厳しい前提条件として、核分裂生成物（ＦＰ）崩壊熱に関しては、
「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針（昭和56年7月20日原子
力安全委員会決定、平成4年6月11日一部改定）」においてその使用が認められ
ている、日本原子力学会推奨値（不確定性（３σ）込み）を用い、アクチニド崩壊
熱に関しては、十分実績のあるORIGEN2コード評価値（不確定性（20%）込み）を
用いる。

添付資料－４．４．１ （２／１３）

図１ 崩壊熱計算結果

注１：１,２号炉は、55,000MWd/t燃料使用等に伴う原子炉設置変更許可申請(平成14年4月申請)安全
審査における評価条件。

注２：３号炉は、 MOX燃料使用等に伴う原子炉設置変更許可申請(平成16年11月申請)安全審査にお
ける評価条件。

３号機

１，２号機
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添付資料－４．４．１ （３／１３）

（５）使用済燃料ピットへの必要給水流量算出に用いた崩壊熱の評価

（４）蒸気発生器への必要補給水流量等の計算

【計算条件】
除熱量：１次冷却系統構成材および冷却材の顕熱等の合計[kJ]
タンク保有水 ： 40℃、大気圧
補給水密度 ： 992[kg／m3]
SG２次側飽和蒸気エンタルピー（150℃）と補給水エンタルピー（40℃）の差： 2578[kJ／kg] 

（日本機械学会蒸気表から引用）

また、原子炉からの崩壊熱を除去し、１次冷却材の圧力を約0.7MPa、高温側
温度を約170℃（低温側約150℃）の状態に維持するための蒸気発生器への必
要補給水流量は以下の式で計算する。

SG必要補給水流量 ＝
崩壊熱[kW]×3600

（[SG2次側飽和蒸気エンタルピ－] －[ 補給水エンタルピー]）×補給水密度[m3／h]

表４ 崩壊熱評価条件

原子炉を全出力運転状態から、１次冷却材の圧力を約0.7MPa、高温側温度
を約170℃（低温側約150℃）の状態まで冷却するために必要な蒸気発生器へ

の補給水量は以下の式を用いて計算する。

SG必要補給水量 ＝
除熱量[kJ]

（[SG2次側飽和蒸気エンタルピ－] －[ 補給水エンタルピー]）×補給水密度[m3]
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使用済燃料ピットへの必要補給水流量計算は、運転時および停止時について
評価を実施した。停止時における燃料の崩壊熱は表４および表５に示すような厳
しい前提条件とし、運転時は停止時の条件から1回および2回照射の燃料を炉心
に再装荷していることと、取出し後の冷却期間を30日とし、運転開始直後の状態
とすることを考慮した。
また、核分裂生成物（ＦＰ）崩壊熱に関しては、「軽水型動力炉の非常用炉心冷

却系の性能評価指針（昭和56年7月20日原子力安全委員会決定、平成4年6月
11日一部改定）」においてその使用が認められている日本原子力学会推奨値
（不確定性（3σ）込み）を用い、アクチニド崩壊熱に関しては十分実績のある
ORIGEN2コード評価値（不確定性（20％）込み）を用いる。

９．５日

３０日

１３ヶ月

３ｻｲｸﾙ照射後取出

・燃焼度：３回照射燃料 55,000MWd/t
２回照射燃料 36,700MWd/t
１回照射燃料 18,300MWd/t

・ウラン濃縮度：4.8wt%

1、２号炉

燃料取出期間

停止期間

運転期間

照射回数

燃焼条件

注：伊方1,2,3号炉55,000MWd/t燃料使用等に伴う原子炉設置変更許可申請（平

成14年4月申請）安全審査における使用済燃料ピット冷却設備の評価条件



添付資料－４．４．１ （４／１３）

表５ 崩壊熱評価条件（参考）

（６）使用済燃料ピットへの必要補給水流量の計算

使用済燃料ピット保管の燃料の崩壊熱Ｑによる保有水の蒸散量ΔＶ／Δｔ（ｍ３／ｈ）
は以下の通りである。

ΔＶ／Δｔ＝（Ｑ×3600）／（ρ×ｈｆｇ）（ｍ３／ｈ）※１

ρ（飽和水密度） ：958kg/m3※２

hfg（飽和水蒸発潜熱）：2,257ｋJ/kg※２

Ｑ（ＳＦＰ崩壊熱） ：4,629ｋＷ（伊方１号炉） ※３［運転時：1,428kW］

：4,706ｋＷ（参考、伊方２号炉） ※３［運転時：1,505kW］

：11,７15kW（参考、伊方３号炉） ※３［運転時：5,488kW］

使用済燃料ピットの冷却機能が喪失することによる使用済燃料ピットの水温上
昇および保有水量減少（蒸散）を補うための使用済燃料ピットへの必要補給水流
量を以下の式で計算する。

（ρ×ΔＶ）ｋｇの飽和水が蒸気に変わるための熱量はｈｆｇ×（ρ×ΔＶ）（ｋＪ）で、使用済燃料の
Δｔ時間あたりの崩壊熱量ＱΔｔに等しい。なお、保有水は保守的に大気圧下での飽和水
（100℃）として評価する。

※１

※２ 日本機械学会蒸気表から引用。

※３ 表６～表８参照
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２年冷却後輸送同左７．５日燃料取出期間

同左同左３０日停止期間

同左同左１３ヶ月運転期間

同左同左３ｻｲｸﾙ照射後取出照射回数

・燃焼度：
３回照射燃料 55,000MWd/t 
２回照射燃料 36,700MWd/t
１回照射燃料 18,300MWd/t
・ウラン濃縮度：4.8wt%

・燃焼度：
３回照射燃料 45,000MWd/t 
２回照射燃料 35,000MWd/t
１回照射燃料 15,000MWd/t
・Pu含有率：4.1wt%濃縮ウラン相当

燃焼条件

1,2号炉燃料ウラン燃料MOX燃料

３号炉

注：伊方3号炉MOX燃料使用等に伴う原子炉設置変更許可申請（平成16年11月申請）安全審査に
おける使用済燃料ピット冷却設備の評価条件



4.629360体－合計

0.04139体6×（13ヶ月＋30日）＋9.5日6ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0471/3炉心（40体）5×（13ヶ月＋30日）＋9.5日5ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0551/3炉心（40体）4×（13ヶ月＋30日）＋9.5日4ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0711/3炉心（40体）3×（13ヶ月＋30日）＋9.5日3ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.1081/3炉心（40体）2×（13ヶ月＋30日）＋9.5日2ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.1951/3炉心（40体）1×（13ヶ月＋30日）＋9.5日1ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

1.5011/3炉心（41体）9.5日定検時取出燃料３

1.3591/3炉心（40体）9.5日定検時取出燃料２

1.2521/3炉心（40体）9.5日定検時取出燃料１

崩壊熱（MW）燃料数冷却期間取出燃料

表６ 燃料取出スキーム（１号炉）

0.0421/3炉心（40体）6×（13ヶ月＋30日）＋9.5日6ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0471/3炉心（40体）5×（13ヶ月＋30日）＋9.5日5ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0551/3炉心（40体）4×（13ヶ月＋30日）＋9.5日4ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

4.706444体－合計

0.0023体9×（13ヶ月＋30日）＋9.5日9ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0361/3炉心（40体）8×（13ヶ月＋30日）＋9.5日8ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0381/3炉心（40体）7×（13ヶ月＋30日）＋9.5日7ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0711/3炉心（40体）3×（13ヶ月＋30日）＋9.5日3ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.1081/3炉心（40体）2×（13ヶ月＋30日）＋9.5日2ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.1951/3炉心（40体）1×（13ヶ月＋30日）＋9.5日1ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

1.5011/3炉心（41体）9.5日定検時取出燃料３

1.3591/3炉心（40体）9.5日定検時取出燃料２

1.2521/3炉心（40体）9.5日定検時取出燃料１

崩壊熱（MW）燃料数冷却期間取出燃料

表７ 燃料取出スキーム（参考、２号炉）

注１：伊方1,2,3号炉55,000MWd/t燃料使用等に伴う原子炉設置変更許可申請（平成14年4
月申請）安全審査における使用済燃料ピット冷却設備の評価条件。

注２：伊方2号炉の使用済燃料ピットの燃料保管容量は444体。

注１：伊方1,2,3号炉55,000MWd/t燃料使用等に伴う原子炉設置変更許可申請（平成14年4
月申請）安全審査における使用済燃料ピット冷却設備の評価条件。

注２：伊方1号炉の使用済燃料ピットの燃料保管容量は360体。

添付資料－４．４．１ （５／１３）
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３号機

２号機

＋約１０１日＋約４日約５時間１号機

＋約１０１日＋約４日約５時間

＋約２４日＋約４日約９時間

参
考

淡水タンクからの
給水可能日数

２次系純水タンク
からの給水可能日数

復水タンクでの
給水可能時間

３．評価結果（運転中）

（２）使用可能期間

（１）水源切替時等の必要流量

注１：評価結果のうち、使用済燃料ピット補給開始時の必要流量は蒸気発生器および使用済燃料ピット両者
に供給した場合を、それ以降の切り替え時の必要流量は使用済燃料ピットのみに供給した場合の必要
流量を示す。

注２：使用済燃料ピットへの補給量評価は、安全審査等で使用済燃料ピット冷却性評価に用いる設計熱負
荷をベースに評価した。

表１０ 各タンクの使用可能期間

表９ 水源切替時等の必要流量

添付資料－４．４．１（７／１３）

（３）流量測定結果
表１１ 流量測定結果

約69m3/h

約59m3/h

淡水補給流量

（ろ過水タンク）

３号機

２号機 約73m3/h
約69m3/h

１号機

約69m3/h

参
考

海水供給流量
淡水補給流量

（脱塩水タンク）

２．に示した評価条件を用いて蒸気発生器および使用済燃料ピットへの必要補
給水流量を評価した結果を示す。

また、淡水タンクからの補給流量および海からの補給流量の測定結果を表１１
に示す。

水源切替時等の必要流量を表９に、必要流量を用いて算出した各タンクの使
用可能期間を表１０に、それぞれの経過日数による変化を図２～図７に示す。

約29m
3
/h

約21m
3
/h

約21m
3
/h

２次系純水タンクへ
切り替える際の

必要流量

３号機

２号機

約2m
3
/h約2m

3
/h約14m

3
/h１号機

約2m
3
/h約2m

3
/h約13m

3
/h

約34m
3
/h

使用済燃料
ピット補給開始時

の必要流量

約9m
3
/h約9m

3
/h

参
考

海水へ切り替え
る際の必要流量

淡水タンクへ切
り替える際の必

要流量

注：伊方３号機の場合は、ろ過水タンクをろ過水貯蔵タンクと読み替える。

4-4-29
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１号機（運転中の補給水量）

注：事象発生から各水源の切替までの日数は小数点以下を切捨処理した。

１号機（運転中の補給水流量）

注：事象発生から各水源の切替までの日数は小数点以下を切捨処理した。

図２ １号機運転中における補給水量

図３ １号機運転中における補給水流量

添付資料－４．４．１（８／１３）

①炉心冷却に必要な水量

②SFP冷却に必要な水量

①＋②

2次系純水ﾀﾝｸ

枯渇量

2次系純水ﾀﾝｸ＋

淡水ﾀﾝｸ枯渇量

積
算
水
量
［
m

3 ］

日数［日］

４日 １０５日

約５時間
（復水タンク）

２次系純水＋淡水

２次系純水タンクから
淡水タンクへの切替

淡水タンクから
海水への切替

海水+約４日 +約１０１日

2次系純水
タンク枯渇 ４日

（切捨て）

2次系純水タンク＋

淡水ﾀﾝｸ枯渇１０５（４＋１０１）日
（切捨て）

必
要
流
量
［
m

3 /h
］

使用済燃料ピット:流量約 2m3／h

蒸気発生器:流量約 21m3／h

約５時間
（復水タンク）

使用済燃料ピット
水位が通常水位

-0.2mとなる

約２日

日数［日］

４日 １０５日
２次系純水＋淡水

２次系純水タンクから
淡水タンクへの切替

淡水タンクから
海水への切替

海水

+約４日

+約１０１日

4-4-30

事象発生後４日以内に、除熱方法
を蒸気発生器から余熱除去設備に
よる冷却に切り替えることで、以後
の蒸気発生器への給水は不要

事象発生後４日以内に、除熱方法
を蒸気発生器から余熱除去設備に
よる冷却に切り替えることで、以後
の蒸気発生器への給水は不要
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注：事象発生から各水源の切替までの日数は小数点以下を切捨処理した

注：事象発生から各水源の切替までの日数は小数点以下を切捨処理した。

２号機（運転中の補給水量）

２号機（運転中の補給水流量）

図４ ２号機運転中における補給水量

図５ ２号機運転中における補給水流量

添付資料－４．４．１（９／１３）

（参考）

（参考）

①炉心冷却に必要な水量

②SFP冷却に必要な水量

①＋②

2次系純水ﾀﾝｸ

枯渇量

2次系純水ﾀﾝｸ＋

淡水ﾀﾝｸ枯渇量

積
算
水
量
［
m

3 ］

日数［日］

４日 １０５日

約５時間
（復水タンク）

２次系純水＋淡水

２次系純水タンクから
淡水タンクへの切替

淡水タンクから
海水への切替

海水
+約４日

+約１０１日

2次系純水
タンク枯渇 ４日

（切捨て）

2次系純水タンク＋

淡水ﾀﾝｸ枯渇１０５（４＋１０１）日
（切捨て）

必
要
流
量
［
m

3/
h］

使用済燃料ピット:流量約 2m3／h

蒸気発生器:流量約 21m3／h

約５時間
（復水タンク）

使用済燃料ピット
水位が通常水位

-0.2mとなる

約２日

日数［日］

４日 １０５日
２次系純水＋淡水

２次系純水タンクから
淡水タンクへの切替

淡水タンクから
海水への切替

海水
+約４日

+約１０１日

4-4-31

事象発生後４日以内に、除熱方法
を蒸気発生器から余熱除去設備に
よる冷却に切り替えることで、以後
の蒸気発生器への給水は不要

事象発生後４日以内に、除熱方法
を蒸気発生器から余熱除去設備に
よる冷却に切り替えることで、以後
の蒸気発生器への給水は不要
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注：事象発生から各水源の切替までの日数は小数点以下を切捨処理した。

注：事象発生から各水源の切替までの日数は小数点以下を切捨処理した。

３号機（運転中の補給水量）

３号機（運転中の補給水流量）

図６ ３号機運転中における補給水量

図７ ３号機運転中における補給水流量

添付資料－４．４．１（１０／１３）

①炉心冷却に必要な水量

②SFP冷却に必要な水量

①＋②

2次系純水ﾀﾝｸ

枯渇量

2次系純水ﾀﾝｸ＋

淡水ﾀﾝｸ枯渇量

積
算
水
量
［
m

3 ］

日数［日］

４日 ２８日
約９時間

（補助給水タンク）

２次系純水＋淡水

２次系純水タンクから
淡水タンクへの切替

淡水タンクから
海水への切替

海水

必
要
流
量
［
m

3 /h
］

使用済燃料ピット:流量約 9m3／h

蒸気発生器:流量約 29m3／h

約９時間
（補助給水タンク）

使用済燃料ピット
水位が通常水位

-0.2mとなる

約１日

+約４日 +約２４日

2次系純水
タンク枯渇 ４日

（切捨て）

2次系純水タンク＋

淡水ﾀﾝｸ枯渇２８（４＋２４）日
（切捨て）

日数［日］

４日 ２８日

２次系純水＋淡水

２次系純水タンクから
淡水タンクへの切替

淡水タンクから
海水への切替

海水+約４日 +約２４日

事象発生後４日以内に、除熱方法
を蒸気発生器から余熱除去設備に
よる冷却に切り替えることで、以後
の蒸気発生器への給水は不要

事象発生後４日以内に、除熱方法
を蒸気発生器から余熱除去設備に
よる冷却に切り替えることで、以後
の蒸気発生器への給水は不要

4-4-32

（参考）

（参考）



３号機

２号機

＋約３３日－＋約６日約１３時間１号機

＋約３３日－＋約６日約１７時間

＋約１１日－＋約５．５日約１０時間

参
考

使用済燃料ピット水
位NWLから-２０cm
までの所要時間

淡水タンクか
らの給水可
能日数

燃料取替用水
タンクからの給
水可能日数

２次系純水タ
ンクからの給
水可能日数

４．評価結果（定検中）

（２）使用可能期間

３号機

（参考）

２号機

約７．７

１号機

約７．８ 約１９．５必要補給流量［m
3
/h］

（１）使用済燃料ピットの水位維持に必要な流量

注１：上記評価結果は使用済燃料ピットのみに供給した場合の給水可能期間を示す。
注２：燃料取替用水タンクからの補給は保守的に無視した。
注３：淡水タンクからの給水可能日数はＳＦＰ水浄化冷却系を使用しない場合の日数を記載した。

注：上記評価結果は安全審査等で使用済燃料ピット冷却性評価に用いる設計熱負荷
で評価した。

３号機２号機

約１４．０

約５．１

１号機

約１６．１

約６．０

約７．７

約４．４

（参考）

定検中［日］

運転中［日］（参考）

（３）全給水不能時の使用済燃料ピットにおける燃料露出までの所要日数

注：上記評価結果はスロッシングによる溢水量を使用済燃料ピット保有水量から
差し引いた値で評価した。

表１３ 使用可能期間

表１２ 使用済燃料ピットの水位維持に必要な流量

表１４ 燃料露出までの所要日数

２．に示した評価条件を用いて評価した使用済燃料ピットの水位維持に必要な
流量を表１２に、必要流量を用いて算出した各タンクの使用可能期間を表１３に、
使用済燃料ピットへの補給が無い場合における燃料露出までの日数を表１４に、
それぞれの経過日数による変化を図８～図１０に示す。

添付資料－４．４．１（１１／１３）
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注：事象発生から所内水源の枯渇までの日数は小数点以下を切捨処理した。

１号機（定検中の補給水流量）

図８ １号機定検中における補給水流量

補
給
流
量
［
m

3 /h
］

日数［日］

６日

２次系純水

２次系純水タンク枯渇

使用済燃料ピット
水位が通常水位

-0.2mとなる

使用済燃料ピット:流量約 ７．７m3／h

+約６日

約０．５日
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注：事象発生から所内水源の枯渇までの日数は小数点以下を切捨処理した。

２号機（定検中の補給水流量）

図９ ２号機定検中における補給水流量

（参考）

補
給
流
量
［
m

3 /h
］

日数［日］

６日

２次系純水

２次系純水タンク枯渇

使用済燃料ピット
水位が通常水位

-0.2mとなる

使用済燃料ピット:流量約 ７．８m3／h

+約６日

約０．５日

事象発生後６日以内に、除熱方法
を直接給水から使用済燃料ピット
冷却設備による冷却に切り替える
ことで、以後の使用済燃料ピットへ

の直接給水は不要

事象発生後６日以内に、除熱方法
を直接給水から使用済燃料ピット
冷却設備による冷却に切り替える
ことで、以後の使用済燃料ピットへ

の直接給水は不要



添付資料－４．４．１（１３／１３）

５．まとめ

蒸気発生器および使用済燃料ピットへの必要補給水流量の評価結果および流
量測定の結果から、全交流電源喪失時において、蒸気発生器２次側への給水に
よる炉心の崩壊熱除去および使用済燃料ピットへ水を補給することで貯蔵燃料
の崩壊熱による水位低下を補うことが継続的に可能であることを確認できた。ま
た、緊急安全対策（短期）および実施済みの設備強化対策の効果を確認すること
ができた。
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３号機（定検中の補給水流量）

図１０ ３号機定検中における補給水流量
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-0.2mとなる

使用済燃料ピット:流量約 １９．５m3／h

約０．５日

+約５．５日

事象発生後６日以内に、除熱方法
を直接給水から使用済燃料ピット
冷却設備による冷却に切り替える
ことで、以後の使用済燃料ピットへ

の直接給水は不要

（参考）
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電源機能および除熱機能の継続時間評価に用いた燃料消費率等の条件について 
 

 

１．電源機能持続に係る評価 

伊方発電所では、1,825kVA 仕様の電源車による電源供給を実施する。本電源車は重油を燃料とするが、

評価にあたっては、以下の表１に示す燃料（重油）の貯蔵量を適用する。 

 

表１．評価条件 

項  目 内  容 

電源車負荷 全負荷運転（１，８２５ｋＶＡ：１，４６０ｋＷ） 

電源車燃料消費率 ３７８ℓ／h／台 （全負荷運転時） 

燃料（重油）貯蔵量 

６３２ｋℓ 

 ・１，２号機Ｄ／Ｇ燃料油貯油槽：６８ｋℓ×４基 

 ・３号機Ｄ／Ｇ燃料油貯油槽：１２９ｋℓ×２基 

 ・３号機補助ボイラ燃料油貯蔵タンク：１０２ｋℓ 

（重油屋外貯蔵所：２０ｋℓは、予備として使用しない） 

その他 
電源車は蓄電池枯渇後に運転開始すればよいが、クリフエッジ評価においては保守側に
事象発生直後に電源車を運転開始するとしてクリフエッジを算出した。 

      

 

２．除熱機能継続に係る評価 

除熱機能については、炉心除熱機能と使用済燃料ピット（以下、「ＳＦＰ」という）除熱機能の双方について

評価する必要がある。復水タンク（３号機は補助給水タンク）および２次系純水タンクからの給水は、タンクか

ら直接行われるが、淡水タンク（脱塩水タンク１号、ろ過水タンクＡ・Ｂ、脱塩水タンク３号、ろ過水貯蔵タンク

３号）からの給水は、消防自動車（軽油駆動）により行われる。淡水タンク枯渇後は、消防自動車または可搬

型消防ポンプ（ガソリン駆動）により海水給水が行われるが、本評価においては、可搬型消防ポンプは予備

として使用しない扱いとした。 

また、本評価においては、複数号機間の相互作用の可能性の考慮として、２，３号機においても全交流電

源喪失（以下、「ＳＢＯ」という。）が発生し、消防自動車による給水が必要となり、１号機とともに発電所備蓄の

軽油を消費する想定とした。 

図１に給水手順図を示す。復水タンク、２次系純水タンク枯渇後、１，２号機共用で１台、３号機専用で１台

割り当てた消防自動車により淡水タンクより給水を行う。淡水タンク枯渇後は、消防自動車１台により海水を

防火水槽に汲み上げ、これを消防自動車１台により１，２，３号機に給水する手順としている。 

 

表２．評価条件 

項  目 内  容 

必要給水量 
１，２，３号機のプラント運転状態（運転／停止）の全ての組み合わせについてＳＢ

Ｏ発生から必要な給水量を１日単位で算出 

燃料消費率 
消防自動車（軽油）：４５ℓ／h／台 

（可搬型消防ポンプ（ガソリン）：９ℓ／h／台は、予備として使用しない） 

燃料貯蔵量 

軽油 

 ・屋外貯蔵所：２０ｋℓ 

（ガソリン屋内貯蔵所：１．９８ｋℓは、予備として使用しない） 

添付資料－４．４．２（１／２）
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タービン動補助給水ポンプ１号

主蒸気

主給水

脱塩水タンク１号

１号機蒸気発生器

主蒸気逃がし弁

２次系純水
タンク１号復水タンク

１号

消防自動車
(Ａ)

1200m3
305m3

2200m3

ろ過水タンクＡ

5100m3

ろ過水タンクB

5100m3

タービン動補助給水ポンプ２号

主蒸気

主給水

２号機蒸気発生器

主蒸気逃がし弁

２次系純水
タンク２号 復水タンク

２号
1200m3

305m3

使用済燃料ピット１号

水位低下分を
適宜補給

使用済燃料

使用済燃料ピット２号

水位低下分を
適宜補給

使用済燃料

消防自動車
(Ａ)

消防自動車
(Ａ)

①

②

③

１，２号機給水状況（蒸気発生器、ＳＦＰ）

海水

防火水槽

消防自動車
(Ａ)

④-a

④-b

消防自動車
(B)

可搬型
消防ポンプ

または

（予備）

 

タービン動補助給水ポンプ３号

主蒸気

主給水

３号機蒸気発生器

主蒸気逃がし弁

補助給水
タンク３号

610m3

脱塩水タンク３号

2600m3

使用済燃料ピット３号

水位低下分を
適宜補給

使用済燃料

消防自動車
(B)

①

３号機給水状況（蒸気発生器、ＳＦＰ）

海水

防火水槽

消防自動車
(Ａ)

③-a

２次系純水
タンク３号

2600m3

ろ過水貯蔵タンク３号

2600m3

消防自動車
(B)

②

③-b

消防自動車
(B)

可搬型
消防ポンプ

または

（予備）

 

図１．除熱のための給水手順 
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伊方１号機 電源構成概要図

添付資料－４．４．３

大 洲 変 電 所

１８７ｋＶ送電線

屋内開閉所

八 幡 浜 変 電 所

予備変圧器主変圧器１号 起動変圧器１号

ディーゼル発電機
１Ａ

発電機１号

各機器へ

各機器へ

各機器へ

各機器へ

440V非常用
低圧母線

ディーゼル発電機
１Ｂ

440V非常用
低圧母線

6.6kV非常用
高圧母線

6.6kV非常用
高圧母線

Ｄ／Ｇ Ｄ／Ｇ

Ｇ
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６６ｋＶ送電線

6.6kV常用
高圧母線へ

所内変圧器１号



非常用ディーゼル発電機にて電源供給を必要とする負荷を下表のとおりとし、
非常用ディーゼル発電機の運転継続可能時間を算出する。
使用可能な燃料貯油槽容量は約６８ｋℓ×２基、燃費は約０．２５ｋℓ/MWhである。

①　「低温停止移行」（２０時間）に必要な燃料消費量は以下のとおり、約２８kℓとなる。

　　　燃料消費量＝０．２５ｋℓ/MWh×１１０MWh(※１)＝約２８kℓ

②　「冷却維持」のため、非常用ディーゼル発電機の運転時間は以下のとおり
　　　約１４４時間となる。

　　　運転時間＝（１３６kℓ－２８kℓ）／（０．２５ｋℓ/MWh×３．０MW）＝約１４４時間

上記①②より、非常用ディーゼル発電機の運転継続可能時間は約１６４時間となり、
約６．８日間となる。

Ａ系 Ｂ系 Ａ系 Ｂ系 Ａ系 Ｂ系 Ａ系 Ｂ系
充てんポンプ 96 0 96 96 96 96 0 96 0
海水ポンプ 395 395 395 395 395 790 395 395 0
電動補助給水ポンプ 279 279 279 279 279 0 0 0 0
原子炉補機冷却水ポンプ 215 430 430 215 215 430 215 430 0
余熱除去ポンプ 157 0 0 0 0 157 157 157 0
その他メタクラ，パワーセンタ，
コントロールセンタ － 2,319 2,082 2,239 1,596 1,931 903 1,876 0

合計負荷容量 - 3,423 3,282 3,224 2,581 3,404 1,670 2,954 0

非常用ディーゼル発電機
の運転継続可能時間
（累積時間）

－

　　※１：(3423(kW)＋3282(kW）)×1(時間)＋(3224(kW)＋2581(kW))×9(時間)＋(3404(kW)+1670(kW))×10(時間）＝110MWh

伊方１号機　非常用ディーゼル発電機の運転継続可能時間

1台あた
りの容量

主要機器

外部電源喪失事
象発生
～

不要機器停止
追加機器起動

不要機器停止
追加機器起動

～
余熱除去系
インサービス

余熱除去系
インサービス

～
低温停止到達

低温停止維持

①　「低温停止移行」 ②　「冷却維持」

【単位：ｋＷ】

添付資料－４．４．４

4-4-39

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 50 100 150 200

燃料消費量（累積）
（ｋℓ）

164時間

136（ｋℓ）

非常用ディーゼル発電機の運転継続可能時間　（累積時間）

１時間

10時間
20時間

1時間 10時間 20時間 164時間



淡水タンク
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（評価:12400m3）
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１号機 ２号機

復水タンク２号
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※１：１、２号機共用の水源については、100％容量を共用する
※２：本資料で示している矢印は水源の割り当てを示しており、実際の補給経路とは異なる
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淡水タンク
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伊方１，２号機 伊方３号機

伊方発電所の使用可能な水源の割り当て（停止時）
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（評価:１,200m3）
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全交流電源喪失時に必要な蓄電池容量の妥当性 
 

１．供給負荷、評価方法 

 ○供給負荷：全交流電源喪失事象発生後、手順書に定める以下の操作（不要

負荷の切り離し等）を行い、必要最低負荷への電源供給を行う。 
        

０～１分 ：電源喪失に伴い，各遮断器動作，ディーゼル発電機初期励磁，

タービン動補助給水ポンプ起動，計装用電源負荷（計器・制御機

器）等に必要な直流電源を供給。 

１～30 分：上記負荷等への給電が継続された状態となるため、計装用電源の

一部負荷やメタクラ･パワーセンタ制御電源等の不要負荷切り離

し（電源「切」）。 

30～300 分：１Ａは 30～60 分で非常用密封油ポンプを停止。１Ｂは上記状態

を継続。 
 

蓄電池１Ａ負荷パターン                      【単位：Ａ】 

負荷名称 
0～ 
10 秒

10～60
秒 

1～ 
30 分 

30～60
分 

60～
300 分

     
計装用電源１Ａ，１Ｃ 

非常用ディーゼル発電機盤１Ａ 

非常用ディーゼル発電機用励磁機１Ａ 

メタクラ･パワーセンタ制御電源１Ａ，１Ｃ 

タービン動補助給水ポンプ盤１号 

電動補助給水ポンプ盤１Ａ 

補助建家非常用照明直流分電盤１号 

非常用密封油ポンプ起動盤１号 他 

約 585

約 401

約 352 

約 187 

約 138

 
蓄電池１Ｂ負荷パターン                      【単位：Ａ】 

負荷名称 
0～10
秒 

10～60
秒 

1～30
分 

30～ 
300 分 

    
計装用電源１Ｂ，１Ｄ 

非常用ディーゼル発電機盤１Ｂ 

非常用ディーゼル発電機用励磁機１Ｂ 

メタクラ･パワーセンタ制御電源１Ｂ，１Ｄ 

タービン動補助給水ポンプ盤１号 

電動補助給水ポンプ盤１Ｂ 

コントロールタワー非常用照明直流分電盤 他 

約 551

約 365

約 315 

約 164 

 

○ 評価方法：電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法（SBA S 0601）」に 

よる。 

 

２．給電可能時間 

１項に示す評価条件の元に、事象発生後５時間経過した時点での蓄電池必

要容量を算出した結果を次に示す。 

号 機 名 称 設備容量  必要容量 

蓄電池１Ａ 1,600Ah ＞ 1,340Ah １号機 

蓄電池１Ｂ 1,600Ah ＞ 1,490Ah 
 

添付資料－４．４．６ 



1号機 ２号機 ３号機 重油
(電源車）

軽油
(消防自動車）

① 運転中 運転中 運転中 １７．４ ６０．５

② 停止中 停止中 停止中 １７．４ ４０．３

③ 運転中 運転中 停止中 １７．４ ４６．９

④ 停止中 停止中 運転中 １７．４ ４５．３

⑤ 停止中 運転中 運転中 １７．４ ５０．８

⑥ 運転中 停止中 運転中 １７．４ ５０．８

⑦ 停止中 運転中 停止中 １７．４ ４３．０

⑧ 運転中 停止中 停止中 １７．４ ４３．０

全交流電源喪失時のプラント運転状態による燃料枯渇時間

プラント運転状態

パターン

燃料の枯渇日数（日）

添
付
資
料
－
４
．
４
．
７

4
-
4
-
4
3
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4.5 最終的な熱の逃し場（最終ヒートシンク）の喪失 

4.5.1 評価の概要 

   本事象は、原子炉の出力運転中または停止中に、海水ポンプおよび循環

水ポンプ等の故障により、常用および非常用の海水を取水するポンプ全て

が機能喪失することにより、最終ヒートシンク機能が喪失することを想定

する。 

   事象発生により、原子炉は制御棒の自重落下により停止するが、停止後

も崩壊熱が発生するため、継続的に除熱する必要がある。通常、プラント

停止における原子炉停止後の崩壊熱除去は、Ｓ／Ｇ２次側からの除熱後に

余熱除去系、原子炉補機冷却水系および原子炉補機冷却海水系等により継

続的に行う。また、ＳＦＰにおける使用済燃料の崩壊熱除去については、

通常、ＳＦＰ水浄化冷却系、原子炉補機冷却水系および原子炉補機冷却海

水系等により継続的に行う。 

よって、炉心およびＳＦＰにおける燃料の崩壊熱除去には最終ヒートシ

ンクが必要となることから、これらの系統の機能停止もあわせて想定する。 

最終ヒートシンク喪失によって機能停止する系統を含めた、伊方発電所

第１号機の出力運転時と通常停止時における主要な系統を図4.4.1に示す。 

本評価は、上記で想定した事象発生時における燃料の重大な損傷に至る

過程を明らかにし、その過程の進展を踏まえて、事象の継続時間を評価す

ることでクリフエッジを特定するとともに、事象進展を防止するための措

置の効果を確認する。 

 

4.5.2 評価実施事項 

   最終ヒートシンク喪失に対して、以下の(1)～(3)の項目について評価を

実施する。 

(1) 内的事象ＰＳＡの知見を踏まえて、最終ヒートシンク喪失を起因事

象として燃料の重大な損傷に至る事象の過程を明らかにする。 

 

(2) (1)において特定された事象の過程を踏まえ、最終ヒートシンク喪失

の継続時間を明らかにし、クリフエッジの所在を特定する。 

 

(3) 特定されたクリフエッジへの対応を含め、燃料の重大な損傷に至る

事象の過程の進展を防止するための措置について、多重防護の観点

から、その効果を示す。 
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4.5.3 評価方法 

   炉心にある燃料とＳＦＰにある燃料を対象に以下の評価を実施する。 

    (1) 最終ヒートシンク喪失から燃料の重大な損傷までの事象の過程の特定 

最終ヒートシンク喪失を起因事象として、燃料の重大な損傷に至る

事象の過程をイベントツリーで特定し、事故シナリオの分析をすると

ともに、最終ヒートシンク喪失時に、燃料の重大な損傷を防止するた

めに使用できる防護措置（緩和システム等）を明らかにする。 

     

(2) 最終ヒートシンク喪失の継続時間およびクリフエッジの所在の特定 

(1)において特定した事象の過程に基づき、最終ヒートシンク喪失の

継続時間評価を実施する。 

評価にあたっては、(1)で特定した防護措置が機能維持している間は、

燃料の重大な損傷に至る事象進展を防止できることから、防護措置の

機能継続が可能な時間を評価し、クリフエッジの所在を特定する。 

 

(3) 事象の過程の進展を防止する措置の効果の確認 

(1)において特定した防護措置ごとに、燃料の重大な損傷の防止また

は燃料の重大な損傷までの時間余裕増加に関する効果を明らかにする。 

また、防護措置の効果を多重防護の観点から確認する。具体的には

防護措置が機能喪失した場合には、その機能を代替する防護措置を明

らかにするとともに、機能を果たす防護措置の種類と数を確認する。 

 

4.5.4 評価条件 

 (1) 最終ヒートシンク喪失時においては、常用および非常用の海水を取水す

るポンプ全てが機能喪失することで、間接的に除熱を要する機器も機能喪

失するものとし、全ての常用および非常用の海水を取水するポンプの機能

は回復しないものとする。ただし、外部電源については健全とする。 

 

 (2) 基本的にはプラント外部からの支援は受けられないものと仮定するが、

外部からの支援の仕組みや空輸等の輸送手段が確立している場合には、そ

れを含めた評価を実施するものとする。 
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 (3) 最終ヒートシンク喪失発生時の状況として、厳しい運転条件となるよう

に、以下の想定とし、炉心およびＳＦＰを対象として評価を実施する。 

除熱機能は、１号機が全出力運転状態を初期状態とする場合（以下、「運

転時」という。）と燃料が原子炉からＳＦＰに全て取り出された状態を初

期状態とする場合（以下、「停止時」という。）について評価を実施する。

また、評価に用いる最終ヒートシンク喪失時に必要な水量の妥当性につ

いて確認する。             （添付資料－４．５．１） 

 

 (4) 複数号機間の相互作用の可能性の考慮として、消防自動車の燃料は発電

所で共通に使用することから、他号機の状況を加味して厳しい状態を想定

する。具体的には、消防自動車の燃料は、発電所で共用としていることか

ら、１号機にとって評価結果が厳しくなるよう、２，３号機においても最

終ヒートシンク喪失が発生し、緊急安全対策（短期）および設備強化対策

（平成 24 年 4 月 30 日時点）により整備した対応を実施している状態を仮

定し、それぞれ最も評価結果が厳しくなるような運転状態を想定する。ま

た、評価に用いる最終ヒートシンク喪失時における消防自動車に必要な燃

料の妥当性について確認する。 

なお、可搬型消防ポンプおよび可搬型消防ポンプの運転に必要な燃料（ガ

ソリン）を配備することで、Ｓ／Ｇへの海水供給手段を別途整備している

が、本評価においては予備として使用しない扱いとした。 

（添付資料－４．５．２） 

また、ろ過水タンクＡ，Ｂおよび脱塩水タンク１号（以下、これらのタ

ンクを総称して「淡水タンク」という。）については、１，２号機間では共

用するが、１，２号機と３号機間では共用しない。 

 

 (5) 評価にあたっては、平成 24 年 4 月 30 日時点の伊方発電所における施設

と管理状態を対象として実施する。また、評価にあたって考慮する防護措

置は、下記のイ）～ニ）に示す分類で区別し、それぞれの分類における防

護措置の効果を明確にする。 

   イ）工事計画で対象とした設備 

   ロ）整備済みのアクシデントマネジメント策 

   ハ）緊急安全対策（短期） 

   ニ）設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されて

いるもののうち設置済みの設備） 
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なお、設置されていないが計画が明らかになっている設備による防護措

置は参考とし、設置済みの設備（上記イ）～ニ））による防護措置とは区別

する。 

 

 (6) 特定した防護措置については、手順の整備および教育・訓練等が実施さ

れているもののみを評価において考慮する。 

 

 (7) 最終ヒートシンク喪失から燃料の重大な損傷までの事象の過程において、

地震、津波等の外部事象による設備への影響は考慮しない。 

 

 (8) 継続時間評価において、最終ヒートシンク喪失発生後、炉心については、

緊急安全対策として整備した手順に従い、タービン動補助給水ポンプによ

り１次冷却材温度約 170℃、圧力約 0.7MPa の状態まで移行し、余熱除去系

等の運転によりその状態を維持し、崩壊熱除去を継続的に行うものとして

評価する。 

   また、ＳＦＰについては、貯蔵されている燃料から発生する崩壊熱によ

って蒸散する水を給水し、ＳＦＰを通常水位-20cm に維持するものとして評

価するが、停止時においては、ＳＦＰ水浄化冷却系等の運転により、崩壊

熱除去を継続的に行うものとして評価する。 

 

4.5.5 評価結果 

 (1) 最終ヒートシンク喪失から燃料の重大な損傷までの事象の過程の特定 

１号機の原子炉補機冷却海水系は、4台の海水ポンプから独立した 2系統

の海水供給母管に接続される構成となっており、これら 4 台の海水ポンプ

および循環水ポンプ等の海水を取水するポンプ全てが運転不能となること

で、最終ヒートシンク喪失に至る。 

事象の過程として、炉心については、最終ヒートシンク喪失が発生した

場合、タービン動補助給水ポンプまたは電動補助給水ポンプにより、復水

タンク１号等を水源としてＳ／Ｇ２次側へ給水を行うことで、Ｓ／Ｇを介

して炉心の除熱が行われる。その後、余熱除去系等を用いた炉心の除熱に

切り替える。これら除熱機能が失われ、炉心からの崩壊熱を除去できなく

なった場合、最終的には燃料の重大な損傷に至る。 

この過程を炉心の除熱機能を達成するシステムによるイベントツリーで

図 4.5.1 に示す。 
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図 4.5.1 最終ヒートシンク喪失から燃料の重大な損傷に至る事象の過程（炉心） 

 

 

事象の過程としてＳＦＰについては、最終ヒートシンク喪失に伴い、除

熱機能が喪失するため、運転時においてはＳＦＰへの給水を行うことで、

停止時においては、ＳＦＰ水浄化冷却系を用いた冷却またはＳＦＰへの給

水を行うことで燃料を継続して除熱する。これら除熱機能が失われ、燃料

の崩壊熱を除去できなくなった場合、最終的には燃料の重大な損傷に至る。 

この過程をＳＦＰの除熱機能を達成するシステムによるイベントツリー

で図 4.5.2 および図 4.5.3 に示す。 

イ） イ） イ） ロ） 二） ハ） ハ）

タービン動ま
たは電動補助
給水ポンプの
起動、主蒸気
逃がし弁によ
る熱放出

復水タンクを
水源とするＳ
／Ｇ給水によ
る除熱

蓄圧注入によ
るほう酸水の
給水

２次系純水タ
ンクを水源とす
るＳ／Ｇ給水
による除熱

海水取水用水
中ポンプによ
る余熱除去設
備による冷却

淡水タンクを
水源とするＳ
／Ｇ給水によ
る除熱

海水を水源と
するＳ／Ｇ給
水による除熱

除熱機能※１ ◎
◎

[水源]
－

◎
[水源]

◎
○

[水源、軽油]
○

[水源、軽油]

成功 成功 成功 成功 成功 成功※２

最終ヒートシンク喪失

失敗 成功 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功 成功

失敗 成功 成功

失敗 成功 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 燃料の重大な損傷

失敗 燃料の重大な損傷

失敗 燃料の重大な損傷

失敗 燃料の重大な損傷

イ） 工事計画で対象とした設備

ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策

ハ） 緊急安全対策（短期）

ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

※１ 除熱機能の各防護措置のうち◎の防護措置を用いた継続時間評価を実施した

※２ 本イベントツリーに記載されているイベントのうち、実線のイベントについて除熱機能の継続時間を評価した

※３ 余熱除去設備による冷却へ切り替えるまでは淡水タンクまたは海水により除熱機能を維持する

起因事象

状態

※３
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図 4.5.2 最終ヒートシンク喪失から燃料の重大な損傷に至る事象の過程 

（ＳＦＰ：運転時） 

イ） 二） ハ） ハ）

２次系純水タンクを水
源とするＳＦＰ給水に
よる除熱

海水取水用水中ポン
プによるＳＦＰ水浄化
冷却系による冷却

淡水タンクを水源とす
るＳＦＰ給水による除
熱

海水を水源とするＳＦＰ
給水による除熱

除熱機能
※１ ◎

[水源]
◎

◎
[水源、軽油]

◎
[水源、軽油]

成功 成功 成功※２

最終ヒートシンク喪失

失敗 成功 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功 成功

失敗 成功 成功

失敗 成功 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 燃料の重大な損傷

イ） 工事計画で対象とした設備

ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策

ハ） 緊急安全対策（短期）

ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

※１ 除熱機能の各防護措置のうち◎の防護措置を用いた継続時間評価を実施した。

※２ 本イベントツリーに記載されているイベントのうち、実線のイベントについて 除熱機能の継続時間を評価した

※３ ＳＦＰ水浄化冷却系による冷却へ切り替えるまでは淡水タンクまたは海水により除熱機能を維持する

起因事象
状態

※３

 

図 4.5.3 最終ヒートシンク喪失から燃料の重大な損傷に至る事象の過程 

（ＳＦＰ：停止時） 

イ） ハ） ハ）

２次系純水タンクを水
源とするＳＦＰ給水に
よる除熱

淡水タンクを水源とす
るＳＦＰ給水による除
熱

海水を水源とするＳＦＰ
給水による除熱

除熱機能※１ ◎
[水源]

◎
[水源、軽油]

◎
[水源、軽油]

成功 成功 成功 成功（時間制限あり）※２

最終ヒートシンク喪失

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功 成功（時間制限あり）

失敗 成功（時間制限あり）

失敗 成功 成功（時間制限あり）

失敗 燃料の重大な損傷

イ） 工事計画で対象とした設備

ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策

ハ） 緊急安全対策（短期）

ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

※１ 除熱機能の各防護措置のうち◎の防護措置を用いた継続時間評価を実施した。

※２ 本イベントツリーに記載されているイベントのうち、実線のイベントについて 除熱機能の継続時間を評価した。

起因事象
状態



 4-5-7

 

最終ヒートシンク喪失から燃料の重大な損傷までの事象の過程から、炉

心およびＳＦＰにある燃料の重大な損傷を防止するための機能とシステム

が把握できた。 

これらに係る設備は以下のとおりであり、保全プログラムまたは社内マ

ニュアルに従って設備の保全を実施することで健全性の維持および確認を

実施している。 

 

○炉心における除熱機能 

タービン動補助給水ポンプ、電動補助給水ポンプ、復水タンク１号、

２次系純水タンク１号、淡水タンク(ろ過水タンクＡ，Ｂ、脱塩水タン

ク１号）、消防自動車、原子炉補機冷却水ポンプ、原子炉補機冷却水冷

却器、余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、海水取水用水中ポンプ 

 

○ＳＦＰにおける除熱機能 

２次系純水タンク１号、純水サービスポンプ、淡水タンク(ろ過水タ

ンクＡ，Ｂ、脱塩水タンク１号）、消防自動車、原子炉補機冷却水ポン

プ、原子炉補機冷却水冷却器、使用済燃料ピットポンプ、使用済燃料

ピット冷却器、海水取水用水中ポンプ 

 

なお、水源として使用するタンクについては、緊急安全対策策定時に他

号機も含めた割り当てを設定しており、評価に用いる保有水量は、復水タ

ンク１号については保安規定記載値、その他のタンクについては運用水位

とした。 

（添付資料－４．５．３） 

 

 (2) 最終ヒートシンク喪失の継続時間およびクリフエッジ所在の特定 

(1)の結果より、最終ヒートシンク喪失が発生した場合に、炉心およびＳ

ＦＰにおける燃料の重大な損傷を防止するためには、除熱機能が継続する

必要があり、その継続可能時間の評価について、以下の a.および b.に示す

とおり実施し、クリフエッジ所在の特定を行った。また、継続時間評価の

フロー図は以下のとおりである。 
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＜除熱機能の継続時間評価＞ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 運転時の継続時間に係る評価およびクリフエッジの特定 

   (a) 除熱機能継続に係る評価 

    ⅰ. 炉心にある燃料に対する評価結果 

運転時に最終ヒートシンク喪失が発生した場合、タービン動補

助給水ポンプまたは電動補助給水ポンプが起動し、Ｓ／Ｇ２次側

への給水を行い、炉心の除熱を行う。 

水源としては、復水タンク１号、２次系純水タンク１号、淡水

タンクの順に切り替え、最終的には消防自動車を用いて海水を取

水し、復水タンク１号または２次系純水タンク１号に給水するこ

とで、Ｓ／Ｇ２次側への給水を確保することが可能である。なお、

Ｓ／Ｇへの給水源は復水タンク１号を除いてＳＦＰへの給水評価

に用いる水源と同様であり、両者に同時に給水するとして評価し

た。 

（添付資料－３．４．３） 

また、海水取水用水中ポンプを用いることで、炉心の除熱を余

熱除去系による除熱に切り替えることが可能である。 

２次系純水タンク１号の枯渇までに炉心の除熱を余熱除去系に

よる除熱に切り替えると想定して、各水源へ切り替えた場合の枯

渇時間については、図 4.5.4 に示すとおり、復水タンク１号では

約 5 時間、２次系純水タンク１号へ切り替えることで約 4 日間継

続して給水が可能であり、以降除熱のためのＳ／Ｇへの給水は不

要となる。 

Ｓ／Ｇ、ＳＦＰへの必要給水量評価 

タンク等の水源枯渇時間評価 

消防自動車による燃料消費時間評価 

クリフエッジ（機能喪失）時間評価 
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図 4.5.4 運転時の炉心除熱機能継続時間に係る評価結果 

 

ⅱ. ＳＦＰにある燃料に対する評価結果 

運転時に最終ヒートシンク喪失が発生した場合、ＳＦＰの除熱機

能が喪失し、使用済燃料の崩壊熱により、ＳＦＰの水温が上昇する

ことで水が蒸散していくため、他の水源から消防自動車を用いて、

ＳＦＰへ給水を行う必要がある。  

水源としては、２次系純水タンク１号、淡水タンクの順に切り替

え、最終的には消防自動車を用いて海水を取水し、ＳＦＰへの給水

を確保することが可能である。なお、ＳＦＰへの給水源はＳ／Ｇへ

の給水評価に用いた水源と同様であり、両者に同時に給水するとし

て評価した。 

（添付資料－３．４．４） 

各水源へ切り替えた場合の枯渇時間については、図 4.5.5 に示す

とおり、２次系純水タンク１号では約 4 日後、淡水タンクへ切り替

えることで約 28 日後となり、最終的に海水に切り替えた場合、水源

は無限大となる。 

しかし、消防自動車を用いて淡水もしくは海水を給水するには、

消防自動車の運転に必要な燃料（軽油）を補給する必要がある。発

電所に備蓄してある軽油（20ｋℓ）は他号機にも使用するため、

4.5.4(4)において記載したとおり、燃料消費上最も厳しい評価とな

るケースを検討した。その結果、１，２，３号機とも運転中に最終

ヒートシンク喪失が発生し、外部からの支援が受けられないと仮定

した場合、図 4.5.5 に示すとおり、発電所に備蓄してある軽油が約

60.5 日後に枯渇することから、１号機における運転中のＳＦＰに関

する除熱機能の継続時間は約 60.5 日間となる。 

（添付資料－４．５．４） 

（炉　心）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

イ）

ロ）

ハ）

ハ）

ニ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

炉心
除熱
機能

除熱機能に係る防護措置

①復水タンク１号
　　　　　　　　　　　【305m3利用】

②２次系純水タンク１号
　　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

③淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

④海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

⑤海水取水用水中ポンプ起動

最終ヒートシンク喪失発生からの時間［日］

余熱除去系を用いた除熱継続

以降Ｓ／Ｇへの給水は不要

以降Ｓ／Ｇへの給水は不要

※：保安規定にて規定されている復水タンクの水量を使用

約５時間後

約４日後

※

２次系純水タンクの

枯渇までに切替
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図 4.5.5 運転時のＳＦＰ除熱機能継続時間に係る評価結果 

 

(b) クリフエッジ所在の特定 

(a)除熱機能の継続時間評価より、運転時は、図4.5.6に示すとおり、

炉心では海水取水用水中ポンプを用いて余熱除去系を運転することで

継続的に除熱機能を維持することができ、ＳＦＰでは除熱機能の継続

に必要な消防自動車の燃料である軽油が枯渇する最終ヒートシンク喪

失発生から約 60.5 日後がクリフエッジとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.6 運転時のクリフエッジ所在の特定結果 

（ＳＦＰ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ・・・ 24 25 26 27 28 29 30 ・・・ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

イ）

ハ）

ハ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）
※ ３号機淡水タンク枯渇以降は、１，２，３号機とも海水注入に切り替えるとして評価した

最終ヒートシンク喪失発生からの時間［日］

除熱機能に係る防護措置

SFP
除熱
機能

①２次系純水タンク１号
　　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

②淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

③海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

約２８日後

外部から燃料調達
により運転継続

発電所備蓄燃料より消防自動車に燃料供給

約６０．５日
後

発電所備蓄燃料より消防自動車に燃料供給

★軽油枯渇

約４日後

SFP補給開始

※

（炉　心）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

イ）

ロ）

ハ）

ハ）

ニ）

（ＳＦＰ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ・・・ 24 25 26 27 28 29 30 ・・・ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

イ）

ハ）

ハ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）
※ ３号機淡水タンク枯渇以降は、１，２，３号機とも海水注入に切り替えるとして評価した

SFP
除熱
機能

①２次系純水タンク１号
　　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

②淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

③海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

最終ヒートシンク喪失発生からの時間［日］

除熱機能に係る防護措置

最終ヒートシンク喪失発生からの時間［日］

炉心
除熱
機能

除熱機能に係る防護措置

①復水タンク１号
　　　　　　　　　　　【305m3利用】

②２次系純水タンク１号
　　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

③淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

④海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

⑤海水取水用水中ポンプ起動 余熱除去系を用いた除熱継続

以降Ｓ／Ｇへの給水は不要

以降Ｓ／Ｇへの給水は不要

約２８日後

外部から燃料調達
により運転継続

発電所備蓄燃料より消防自動車に燃料供給

約６０．５日
後

発電所備蓄燃料より消防自動車に燃料供給

★軽油枯渇
(クリフエッジ）

継続して除熱機能
の維持が可能

※：保安規定にて規定されている復水タンクの水量を使用

約５時間後

約４日後

※

２次系純水タンクの
枯渇までに切替

約４日後

SFP補給開始

※
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b. 停止時の継続時間に係る評価およびクリフエッジの特定 

(a) 除熱機能継続に係る評価       

停止時には炉心の燃料はＳＦＰに取り出されているため、ＳＦＰに

ついてのみ評価を行った。 

ⅰ. ＳＦＰにある燃料に対する評価結果 

停止時に最終ヒートシンク喪失が発生した場合、ＳＦＰの除熱機

能が喪失し、使用済燃料の崩壊熱により、ＳＦＰの水温が上昇する

ことで水が蒸散していくため、他の水源から消防自動車を用いて、

ＳＦＰへ給水を行う必要がある。 

水源としては、２次系純水タンク１号、淡水タンクの順に切り替

え、最終的には消防自動車を用いて海水を取水し、継続的にＳＦＰ

への給水を確保することが可能である。 

（添付資料－３．４．４） 

なお、海水取水用水中ポンプを用いることで、使用済燃料の除熱

をＳＦＰ水浄化冷却系による除熱に切り替えることが可能である。 

２次系純水タンク１号の枯渇までに使用済燃料の除熱をＳＦＰ水

浄化冷却系による除熱に切り替えた場合、２次系純水タンク１号の

枯渇時間は図 4.5.7 に示すとおり、約 6 日後であり、以後除熱のた

めの直接給水は不要となる。 

 

 

図 4.5.7 停止時のＳＦＰ除熱機能継続時間に係る評価結果 

 

（ＳＦＰ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

イ）

ハ）

ハ）

ニ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

ＳＦＰ
除熱
機能

最終ヒートシンク喪失発生からの時間［日］

①２次系純水タンク１号
　　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

②淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

③海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

④海水取水用水中ポンプ起動

除熱機能に係る防護措置

約６日後

ＳＦＰ水浄化冷却系を用いた除熱継続

以降ＳＦＰへの給水は不要

以降ＳＦＰへの給水は不要

２次系純水タンクの

枯渇までに切替

SFP補給開始
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(b) クリフエッジ所在の特定 

     (a)除熱機能の継続時間評価より、停止時は、図 4.5.8 に示すとおり

海水取水用水中ポンプを用いてＳＦＰ水浄化冷却系を運転することで

継続的に除熱機能を維持することができる。 

 

（ＳＦＰ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

イ）

ハ）

ハ）

ニ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

ＳＦＰ
除熱
機能

最終ヒートシンク喪失発生からの時間［日］

①２次系純水タンク１号
　　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

②淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

③海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

④海水取水用水中ポンプ起動

除熱機能に係る防護措置

約６日後

ＳＦＰ水浄化冷却系を用いた除熱継続

以降ＳＦＰへの給水は不要

以降ＳＦＰへの給水は不要

２次系純水タンクの

枯渇までに切替

SFP補給開始

継続して除熱機能
の維持が可能

 

 

図 4.5.8 停止時のクリフエッジ所在の特定結果 

 

 

以上の結果により、運転時および停止時のクリフエッジは表 4.5.1 のと

おりとなった。 

 

表 4.5.1 クリフエッジの特定結果 

 １号機運転時 １号機停止時 

炉 心 －※１ －※２ 

ＳＦＰ 約 60.5 日後 －※１ 

※１：継続して除熱機能の維持が可能。 

※２：停止時の炉心については、燃料が全てＳＦＰへ取り出され 

ているため評価不要。 
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(3) 事象の過程の進展を防止する措置の効果の確認 

運転時における炉心およびＳＦＰ、停止時におけるＳＦＰそれぞれに

ついて、(1)において特定した防護措置の効果を a.および b.に示すよう

に、緊急安全対策実施前のクリフエッジおよび平成 24 年 4 月 30 日時点

のクリフエッジを比較することで緊急安全対策と設備強化対策のうち実

施済みの設備の効果について、図 4.5.9～4.5.11 のように評価した。 

 

a.緊急安全対策前のクリフエッジ 

(a) 運転時 

炉心およびＳＦＰのクリフエッジは２次系純水タンク１号の枯

渇であり、約 4日後であった。 

(b) 停止時 

ＳＦＰのクリフエッジは２次系純水タンク１号の枯渇であり、

約 6日後であった。 

 

b.平成 24 年 4 月 30 日時点のクリフエッジ 

(a) 運転時 

(2)に示すとおり、平成 24 年 4 月 30 日時点では、緊急安全対策

および設備強化対策により、炉心については除熱機能として海水

取水用水中ポンプによる余熱除去系による除熱が可能となったこ

とから、継続して除熱機能の維持が可能となった。また、ＳＦＰ

については、除熱機能として淡水タンクおよび海からの給水によ

る除熱が可能となったことから、クリフエッジは約 60.5 日後とな

った。 

(b) 停止時 

(2)に示すとおり、平成 24 年 4 月 30 日時点では、緊急安全対策

および設備強化対策により、ＳＦＰの除熱機能として海水取水用

水中ポンプによりＳＦＰ水浄化冷却系による除熱が可能となった

ことから、継続して除熱機能の維持が可能となった。 
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（炉　心）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

イ）

ロ）

ハ）

ハ）

ニ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

最終ヒートシンク喪失発生からの時間［日］

炉心
除熱
機能

除熱機能に係る防護措置

①復水タンク１号
　　　　　　　　　　　【305m3利用】

②２次系純水タンク１号
　　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

③淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

④海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

⑤海水取水用水中ポンプ起動 余熱除去系を用いた除熱継続

以降Ｓ／Ｇへの給水は不要

以降Ｓ／Ｇへの給水は不要

※：保安規定にて規定されている復水タンクの水量を使用

約５時間後

約４日後

※

２次系純水タンクの
枯渇までに切替

緊急安全対策前
（２次系純水枯渇;約４日後）

4月30日時点
（継続して除熱機能の維持が可能）

 

図 4.5.9 運転時の炉心に対する防護措置の効果 

 

（ＳＦＰ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ・・・ 24 25 26 27 28 29 30 ・・・ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

イ）

ハ）

ハ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）
※ ３号機淡水タンク枯渇以降は、１，２，３号機とも海水注入に切り替えるとして評価した

最終ヒートシンク喪失発生からの時間［日］

除熱機能に係る防護措置

SFP
除熱
機能

①２次系純水タンク１号
　　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

②淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

③海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

約２８日後

外部から燃料調達
により運転継続

発電所備蓄燃料より消防自動車に燃料供給

約６０．５日
後

発電所備蓄燃料より消防自動車に燃料供給

★軽油枯渇
(クリフエッジ）

約４日後

SFP補給開始

緊急安全対策前
（２次系純水枯渇;約4日後）

4月30日時点
（軽油枯渇;約60.5日後）

※

 

図 4.5.10 運転時のＳＦＰに対する防護措置の効果 

 

（ＳＦＰ）

機能 分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

イ）

ハ）

ハ）

ニ）

イ） 工事計画で対象とした設備
ロ） 整備済みのアクシデントマネジメント策
ハ） 緊急安全対策（短期）
ニ） 設備強化対策（緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

ＳＦＰ
除熱
機能

最終ヒートシンク喪失発生からの時間［日］

①２次系純水タンク１号
　　　　　　　　　　　【1,200m3利用】

②淡水タンク
　（消防自動車［軽油］を利用）
【1,2号機合計で12,400m3利用】

③海水
　（消防自動車［軽油］を利用）

④海水取水用水中ポンプ起動

除熱機能に係る防護措置

約６日後

ＳＦＰ水浄化冷却系を用いた除熱継続

以降ＳＦＰへの給水は不要

以降ＳＦＰへの給水は不要

２次系純水タンクの
枯渇までに切替

SFP補給開始

緊急安全対策前
（２次系純水枯渇;約6日後）

4月30日時点
（継続して除熱機能の維持が可能）

 
4.5.11 停止時のＳＦＰに対する防護措置の効果 
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 上記の a.および b.において評価したクリフエッジおよび防護措置の

効果を表 4.5.2 のとおり整理した。 

 

表 4.5.2 防護措置の効果 

 緊急安全対策前 

のクリフエッジ 

平成 24 年 4 月 30 日 

時点のクリフエッジ 

炉 心 約 4日後 －※１ １号機 

運転時 ＳＦＰ 約 4日後 約 60.5 日後 

１号機 

停止時 
ＳＦＰ 約 6日後 －※１ 

※１：継続して除熱機能の維持が可能。 

 

さらに、このクリフエッジを防止する対策として、発電所への継続的

な燃料輸送手段を確立しており、発電所の備蓄分が枯渇するまでに陸路

による補給を行うこととしている。さらに、陸路による燃料補給が困難

な場合を想定して、空路による補給を行うことができる契約を結んでお

り、継続して燃料を調達することが可能である。※２ 

（添付資料－３．６．６） 

※２ 「３号機審査質問回答」の「（Ｎｏ．１２）地震、津波及び地震・津波の重畳時における冷却

継続時間の評価」11 頁～18 頁参照 

 

  4.5.6 結論 

     4.5.5 で示したとおり、緊急安全対策（短期）および設備強化対策に

より、燃料の重大な損傷に至る過程の進展を防止するための措置を講

じた結果、最終ヒートシンク喪失が発生した場合に、発電所外部から

の燃料補給がない場合でも運転時のＳＦＰで約 60.5 日間、炉心および

停止時のＳＦＰにおいては継続して除熱機能の維持が可能である。 

なお、クリフエッジを防止するための対策として、発電所構内に備

蓄している燃料でＳＦＰの除熱を継続している期間内に、陸路または

空路による継続的な燃料補給を行うことで機能維持が可能である。 

さらに、海水ポンプモータが使用不能となった場合を想定し、海水

ポンプモータ予備品を各号機１台ずつ配備している。 



最終ヒートシンク喪失時に必要な水量の妥当性

（１）タンク容量および基数

（２）各タンクにおける有効水量

注：2次系純水タンクおよび淡水タンクの有効水量については、それぞれ3桁目以降を切捨処理

とし有効数字２桁で評価した。

１．まえがき

表１ 各タンクの容量および基数

表２ 各タンクにおける有効水量

伊方発電所における最終ヒートシンク喪失時において、蒸気発生器２次側へ
の給水による炉心の崩壊熱除去および使用済燃料ピットへ水を補給することで
貯蔵燃料の崩壊熱による水位低下を補うために必要な水量に関する評価を実
施した。

２．評価条件

最終ヒートシンク喪失時において、蒸気発生器および使用済燃料ピットの水源
となるタンクの容量を表１に、各タンクの有効水量を表２に示す。

３号２号

約1,500
（約1,500×1基）

約390
（約390×1基）

（参考）

約14,500
（約6,000×2基，約2,500×1基）

約1,500
（約1,500×1基）

約390
（約390×1基）

１号タンク名称

淡水タンク容量
〔m3〕

２次系純水タン
ク容量〔m3〕

復水タンク容量
〔m3〕

約6,000
（約3,000×2基 ）

約3,000
（約3,000×1基）

約740
（約740×1基）

３号２号

5,200

2,600

610

（参考）
１号タンク名称

蒸気発
生器
および
使用済
燃料
ピット

備考供給先

12,400
淡水タンク水

量〔m3〕

２次系純水タ
ンク水量〔m3〕

復水タンク水
量〔m3〕

使用可能な水量はタンクの自
動補給開始レベルとし、1,2号
機については、各タンクの合計
容量を共用するものとした

使用可能な水量はタンクの自
動補給開始レベルとした

1,2001,200

使用可能な水量は保安規定で
の要求水量とした

305305
蒸気発
生器

注：伊方３号機の場合は復水タンクを補助給水タンクと読み替える。（以下同様）

添付資料－４．５．１ （１／１３）
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0

2

4

6

8
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14

16

18

20

22

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

日数［日］

崩
壊

熱
［
Ｍ
Ｗ
］

（３）蒸気発生器への必要給水流量算出に用いた崩壊熱の評価

ウラン燃料

・燃焼度：３回照射燃料 55,000MWd/t

２回照射燃料 36,700MWd/t

１回照射燃料 18,300MWd/t

・ウラン濃縮度： 4.8wt％

１，２号炉

ウラン燃料

・燃焼度： ３回照射燃料 55,000MWd/t

２回照射燃料 36,700MWd/t

１回照射燃料 18,300MWd/t

・ウラン濃縮度： 4.8wt％

MOX燃料

・燃焼度： ３回照射燃料 45,000MWd/t

２回照射燃料 35,000MWd/t

１回照射燃料 15,000MWd/t

・Pu含有率： 4.１wt％濃縮ウラン相当

（参考） ３号炉

燃焼条件

表３ 崩壊熱評価条件

蒸気発生器への必要補給水流量の計算に必要な炉心の崩壊熱の評価は、表
３に示すような厳しい前提条件として、核分裂生成物（ＦＰ）崩壊熱に関しては、
「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針（昭和56年7月20日原子
力安全委員会決定、平成4年6月11日一部改定）」においてその使用が認められ
ている、日本原子力学会推奨値（不確定性（３σ）込み）を用い、アクチニド崩壊
熱に関しては、十分実績のあるORIGEN2コード評価値（不確定性（20%）込み）を
用いる。

添付資料－４．５．１ （２／１３）

図１ 崩壊熱計算結果

注１：１,２号炉は、55,000MWd/t燃料使用等に伴う原子炉設置変更許可申請(平成14年4月申請)安全
審査における評価条件。

注２：３号炉は、 MOX燃料使用等に伴う原子炉設置変更許可申請(平成16年11月申請)安全審査にお
ける評価条件。

３号機

１，２号機
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添付資料－４．５．１ （３／１３）

（５）使用済燃料ピットへの必要給水流量算出に用いた崩壊熱の評価

（４）蒸気発生器への必要補給水流量等の計算

【計算条件】
除熱量：１次冷却系統構成材および冷却材の顕熱等の合計[kJ]
タンク保有水 ： 40℃、大気圧
補給水密度 ： 992[kg／m3]
SG２次側飽和蒸気エンタルピー（150℃）と補給水エンタルピー（40℃）の差： 2578[kJ／kg] 

（日本機械学会蒸気表から引用）

また、原子炉からの崩壊熱を除去し、１次冷却材の圧力を約0.7MPa、高温側
温度を約170℃（低温側約150℃）の状態に維持するための蒸気発生器への必
要補給水流量は以下の式で計算する。

SG必要補給水流量 ＝
崩壊熱[kW]×3600

（[SG2次側飽和蒸気エンタルピ－] －[ 補給水エンタルピー]）×補給水密度[m3／h]

表４ 崩壊熱評価条件

原子炉を全出力運転状態から、１次冷却材の圧力を約0.7MPa、高温側温度
を約170℃（低温側約150℃）の状態まで冷却するために必要な蒸気発生器へ

の補給水量は以下の式を用いて計算する。

SG必要補給水量 ＝
除熱量[kJ]

（[SG2次側飽和蒸気エンタルピ－] －[ 補給水エンタルピー]）×補給水密度[m3]

4-5-18

使用済燃料ピットへの必要補給水流量計算は、運転時および停止時について
評価を実施した。停止時における燃料の崩壊熱は表４および表５に示すような厳
しい前提条件とし、運転時は停止時の条件から1回および2回照射の燃料を炉心
に再装荷していることと、取出し後の冷却期間を30日とし、運転開始直後の状態
とすることを考慮した。
また、核分裂生成物（ＦＰ）崩壊熱に関しては、「軽水型動力炉の非常用炉心冷

却系の性能評価指針（昭和56年7月20日原子力安全委員会決定、平成4年6月
11日一部改定）」においてその使用が認められている日本原子力学会推奨値
（不確定性（3σ）込み）を用い、アクチニド崩壊熱に関しては十分実績のある
ORIGEN2コード評価値（不確定性（20％）込み）を用いる。

９．５日

３０日

１３ヶ月

３ｻｲｸﾙ照射後取出

・燃焼度：３回照射燃料 55,000MWd/t
２回照射燃料 36,700MWd/t
１回照射燃料 18,300MWd/t

・ウラン濃縮度：4.8wt%

1、２号炉

燃料取出期間

停止期間

運転期間

照射回数

燃焼条件

注：伊方1,2,3号炉55,000MWd/t燃料使用等に伴う原子炉設置変更許可申請（平

成14年4月申請）安全審査における使用済燃料ピット冷却設備の評価条件



添付資料－４．５．１ （４／１３）

表５ 崩壊熱評価条件（参考）

（６）使用済燃料ピットへの必要補給水流量の計算

使用済燃料ピット保管の燃料の崩壊熱Ｑによる保有水の蒸散量ΔＶ／Δｔ（ｍ３／ｈ）
は以下の通りである。

ΔＶ／Δｔ＝（Ｑ×3600）／（ρ×ｈｆｇ）（ｍ３／ｈ）※１

ρ（飽和水密度） ：958kg/m3※２

hfg（飽和水蒸発潜熱）：2,257ｋJ/kg※２

Ｑ（ＳＦＰ崩壊熱） ：4,629ｋＷ（伊方１号炉） ※３［運転時：1,428kW］

：4,706ｋＷ（参考、伊方２号炉） ※３［運転時：1,505kW］

：11,７15kW（参考、伊方３号炉） ※３［運転時：5,488kW］

使用済燃料ピットの冷却機能が喪失することによる使用済燃料ピットの水温上
昇および保有水量減少（蒸散）を補うための使用済燃料ピットへの必要補給水流
量を以下の式で計算する。

（ρ×ΔＶ）ｋｇの飽和水が蒸気に変わるための熱量はｈｆｇ×（ρ×ΔＶ）（ｋＪ）で、使用済燃料の
Δｔ時間あたりの崩壊熱量ＱΔｔに等しい。なお、保有水は保守的に大気圧下での飽和水
（100℃）として評価する。

※１

※２ 日本機械学会蒸気表から引用。

※３ 表６～表８参照
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２年冷却後輸送同左７．５日燃料取出期間

同左同左３０日停止期間

同左同左１３ヶ月運転期間

同左同左３ｻｲｸﾙ照射後取出照射回数

・燃焼度：
３回照射燃料 55,000MWd/t 
２回照射燃料 36,700MWd/t
１回照射燃料 18,300MWd/t
・ウラン濃縮度：4.8wt%

・燃焼度：
３回照射燃料 45,000MWd/t 
２回照射燃料 35,000MWd/t
１回照射燃料 15,000MWd/t
・Pu含有率：4.1wt%濃縮ウラン相当

燃焼条件

1,2号炉燃料ウラン燃料MOX燃料

３号炉

注：伊方3号炉MOX燃料使用等に伴う原子炉設置変更許可申請（平成16年11月申請）安全審査に
おける使用済燃料ピット冷却設備の評価条件



4.629360体－合計

0.04139体6×（13ヶ月＋30日）＋9.5日6ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0471/3炉心（40体）5×（13ヶ月＋30日）＋9.5日5ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0551/3炉心（40体）4×（13ヶ月＋30日）＋9.5日4ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0711/3炉心（40体）3×（13ヶ月＋30日）＋9.5日3ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.1081/3炉心（40体）2×（13ヶ月＋30日）＋9.5日2ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.1951/3炉心（40体）1×（13ヶ月＋30日）＋9.5日1ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

1.5011/3炉心（41体）9.5日定検時取出燃料３

1.3591/3炉心（40体）9.5日定検時取出燃料２

1.2521/3炉心（40体）9.5日定検時取出燃料１

崩壊熱（MW）燃料数冷却期間取出燃料

表６ 燃料取出スキーム（１号炉）

0.0421/3炉心（40体）6×（13ヶ月＋30日）＋9.5日6ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0471/3炉心（40体）5×（13ヶ月＋30日）＋9.5日5ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0551/3炉心（40体）4×（13ヶ月＋30日）＋9.5日4ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

4.706444体－合計

0.0023体9×（13ヶ月＋30日）＋9.5日9ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0361/3炉心（40体）8×（13ヶ月＋30日）＋9.5日8ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0381/3炉心（40体）7×（13ヶ月＋30日）＋9.5日7ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.0711/3炉心（40体）3×（13ヶ月＋30日）＋9.5日3ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.1081/3炉心（40体）2×（13ヶ月＋30日）＋9.5日2ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

0.1951/3炉心（40体）1×（13ヶ月＋30日）＋9.5日1ｻｲｸﾙ冷却済み燃料

1.5011/3炉心（41体）9.5日定検時取出燃料３

1.3591/3炉心（40体）9.5日定検時取出燃料２

1.2521/3炉心（40体）9.5日定検時取出燃料１

崩壊熱（MW）燃料数冷却期間取出燃料

表７ 燃料取出スキーム（参考、２号炉）

注１：伊方1,2,3号炉55,000MWd/t燃料使用等に伴う原子炉設置変更許可申請（平成14年4
月申請）安全審査における使用済燃料ピット冷却設備の評価条件。

注２：伊方2号炉の使用済燃料ピットの燃料保管容量は444体。

注１：伊方1,2,3号炉55,000MWd/t燃料使用等に伴う原子炉設置変更許可申請（平成14年4
月申請）安全審査における使用済燃料ピット冷却設備の評価条件。

注２：伊方1号炉の使用済燃料ピットの燃料保管容量は360体。
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３号機

２号機

＋約１０１日＋約４日約５時間１号機

＋約１０１日＋約４日約５時間

＋約２４日＋約４日約９時間

参
考

淡水タンクからの
給水可能日数

２次系純水タンク
からの給水可能日数

復水タンクでの
給水可能時間

３．評価結果（運転中）

（２）使用可能期間

（１）水源切替時等の必要流量

注１：評価結果のうち、使用済燃料ピット補給開始時の必要流量は蒸気発生器および使用済燃料ピット両者
に供給した場合を、それ以降の切り替え時の必要流量は使用済燃料ピットのみに供給した場合の必要
流量を示す。

注２：使用済燃料ピットへの補給量評価は、安全審査等で使用済燃料ピット冷却性評価に用いる設計熱負
荷をベースに評価した。

表１０ 各タンクの使用可能期間

表９ 水源切替時等の必要流量

添付資料－４．５．１（７／１３）

（３）流量測定結果
表１１ 流量測定結果

２．に示した評価条件を用いて蒸気発生器および使用済燃料ピットへの必要補
給水流量を評価した結果を示す。

また、淡水タンクからの補給流量および海からの補給流量の測定結果を表１１
に示す。

水源切替時等の必要流量を表９に、必要流量を用いて算出した各タンクの使
用可能期間を表１０に、それぞれの経過日数による変化を図２～図７に示す。

約29m
3
/h

約21m
3
/h

約21m
3
/h

２次系純水タンクへ
切り替える際の

必要流量

３号機

２号機

約2m
3
/h約2m

3
/h約14m

3
/h１号機

約2m
3
/h約2m

3
/h約13m

3
/h

約34m
3
/h

使用済燃料
ピット補給開始時

の必要流量

約9m
3
/h約9m

3
/h

参
考

海水へ切り替え
る際の必要流量

淡水タンクへ切
り替える際の必

要流量
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約69m3/h

約59m3/h

淡水補給流量

（ろ過水タンク）

３号機

２号機 約73m3/h
約69m3/h

１号機

約69m3/h

参
考

海水供給流量
淡水補給流量

（脱塩水タンク）

注：伊方３号機の場合は、ろ過水タンクをろ過水貯蔵タンクと読み替える。
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１号機（運転中の補給水量）

注：事象発生から各水源の切替までの日数は小数点以下を切捨処理した。

１号機（運転中の補給水流量）

注：事象発生から各水源の切替までの日数は小数点以下を切捨処理した。

図２ １号機運転中における補給水量

図３ １号機運転中における補給水流量
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①炉心冷却に必要な水量

②SFP冷却に必要な水量

①＋②

2次系純水ﾀﾝｸ

枯渇量

2次系純水ﾀﾝｸ＋

淡水ﾀﾝｸ枯渇量

積
算
水
量
［
m

3 ］

日数［日］

４日 １０５日

約５時間
（復水タンク）

２次系純水＋淡水

２次系純水タンクから
淡水タンクへの切替

淡水タンクから
海水への切替

海水+約４日 +約１０１日

2次系純水
タンク枯渇 ４日

（切捨て）

2次系純水タンク＋

淡水ﾀﾝｸ枯渇１０５（４＋１０１）日
（切捨て）

必
要
流
量
［
m

3 /h
］

使用済燃料ピット:流量約 2m3／h

蒸気発生器:流量約 21m3／h

約５時間
（復水タンク）

使用済燃料ピット
水位が通常水位

-0.2mとなる

約２日

日数［日］

４日 １０５日
２次系純水＋淡水

２次系純水タンクから
淡水タンクへの切替

淡水タンクから
海水への切替

海水

+約４日

+約１０１日
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事象発生後４日以内に、除熱方法
を蒸気発生器から余熱除去設備に
よる冷却に切り替えることで、以後
の蒸気発生器への給水は不要

事象発生後４日以内に、除熱方法
を蒸気発生器から余熱除去設備に
よる冷却に切り替えることで、以後
の蒸気発生器への給水は不要
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注：事象発生から各水源の切替までの日数は小数点以下を切捨処理した

注：事象発生から各水源の切替までの日数は小数点以下を切捨処理した。

２号機（運転中の補給水量）

２号機（運転中の補給水流量）

図４ ２号機運転中における補給水量

図５ ２号機運転中における補給水流量
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（参考）

（参考）

①炉心冷却に必要な水量

②SFP冷却に必要な水量

①＋②

2次系純水ﾀﾝｸ

枯渇量

2次系純水ﾀﾝｸ＋

淡水ﾀﾝｸ枯渇量

積
算
水
量
［
m

3 ］

日数［日］

４日 １０５日

約５時間
（復水タンク）
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２次系純水タンクから
淡水タンクへの切替

淡水タンクから
海水への切替

海水
+約４日

+約１０１日

2次系純水
タンク枯渇 ４日

（切捨て）

2次系純水タンク＋

淡水ﾀﾝｸ枯渇１０５（４＋１０１）日
（切捨て）

必
要
流
量
［
m

3/
h］

使用済燃料ピット:流量約 2m3／h

蒸気発生器:流量約 21m3／h

約５時間
（復水タンク）

使用済燃料ピット
水位が通常水位

-0.2mとなる

約２日

日数［日］

４日 １０５日
２次系純水＋淡水

２次系純水タンクから
淡水タンクへの切替

淡水タンクから
海水への切替

海水
+約４日

+約１０１日
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事象発生後４日以内に、除熱方法
を蒸気発生器から余熱除去設備に
よる冷却に切り替えることで、以後
の蒸気発生器への給水は不要

事象発生後４日以内に、除熱方法
を蒸気発生器から余熱除去設備に
よる冷却に切り替えることで、以後
の蒸気発生器への給水は不要
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注：事象発生から各水源の切替までの日数は小数点以下を切捨処理した。

注：事象発生から各水源の切替までの日数は小数点以下を切捨処理した。

３号機（運転中の補給水量）

３号機（運転中の補給水流量）

図６ ３号機運転中における補給水量

図７ ３号機運転中における補給水流量
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①炉心冷却に必要な水量

②SFP冷却に必要な水量

①＋②

2次系純水ﾀﾝｸ

枯渇量

2次系純水ﾀﾝｸ＋

淡水ﾀﾝｸ枯渇量

積
算
水
量
［
m

3 ］

日数［日］

４日 ２８日
約９時間

（補助給水タンク）

２次系純水＋淡水

２次系純水タンクから
淡水タンクへの切替

淡水タンクから
海水への切替

海水

必
要
流
量
［
m

3 /h
］

使用済燃料ピット:流量約 9m3／h

蒸気発生器:流量約 29m3／h

約９時間
（補助給水タンク）

使用済燃料ピット
水位が通常水位

-0.2mとなる

約１日

+約４日 +約２４日

2次系純水
タンク枯渇 ４日

（切捨て）

2次系純水タンク＋

淡水ﾀﾝｸ枯渇２８（４＋２４）日
（切捨て）

日数［日］

４日 ２８日

２次系純水＋淡水

２次系純水タンクから
淡水タンクへの切替

淡水タンクから
海水への切替

海水+約４日 +約２４日

事象発生後４日以内に、除熱方法
を蒸気発生器から余熱除去設備に
よる冷却に切り替えることで、以後
の蒸気発生器への給水は不要

事象発生後４日以内に、除熱方法
を蒸気発生器から余熱除去設備に
よる冷却に切り替えることで、以後
の蒸気発生器への給水は不要
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（参考）

（参考）



３号機

２号機

－－＋約６日約１３時間１号機

－－＋約６日約１７時間

－－＋約５．５日約１０時間

参
考

使用済燃料ピット水
位NWLから-２０cm
までの所要時間

淡水タンクか
らの給水可
能日数

燃料取替用水
タンクからの給
水可能日数

２次系純水タ
ンクからの給
水可能日数

４．評価結果（定検中）

（２）使用可能期間

３号機

（参考）

２号機

約７．７

１号機

約７．８ 約１９．５必要補給流量［m
3
/h］

（１）使用済燃料ピットの水位維持に必要な流量

注１：上記評価結果は使用済燃料ピットのみに供給した場合の給水可能期間を示す。
注２：燃料取替用水タンクからの補給は保守的に無視した。

注：上記評価結果は安全審査等で使用済燃料ピット冷却性評価に用いる設計熱負荷
で評価した。

３号機２号機

約１４．０

約５．１

１号機

約１６．１

約６．０

約７．７

約４．４

（参考）

定検中［日］

運転中［日］（参考）

（３）全給水不能時の使用済燃料ピットにおける燃料露出までの所要日数

注：上記評価結果はスロッシングによる溢水量を使用済燃料ピット保有水量から
差し引いた値で評価した。

表１３ 使用可能期間

表１２ 使用済燃料ピットの水位維持に必要な流量

表１４ 燃料露出までの所要日数

２．に示した評価条件を用いて評価した使用済燃料ピットの水位維持に必要な
流量を表１２に、必要流量を用いて算出した各タンクの使用可能期間を表１３に、
使用済燃料ピットへの補給が無い場合における燃料露出までの日数を表１４に、
それぞれの経過日数による変化を図８～図１０に示す。

添付資料－４．５．１（１１／１３）
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注：事象発生から所内水源の枯渇までの日数は小数点以下を切捨処理した。

１号機（定検中の補給水流量）

図８ １号機定検中における補給水流量

補
給
流
量
［
m

3 /h
］

日数［日］

６日

２次系純水

２次系純水タンク枯渇

使用済燃料ピット
水位が通常水位

-0.2mとなる

使用済燃料ピット:流量約 ７．７m3／h

+約６日

約０．５日
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注：事象発生から所内水源の枯渇までの日数は小数点以下を切捨処理した。

２号機（定検中の補給水流量）

図９ ２号機定検中における補給水流量

（参考）

補
給
流
量
［
m

3 /h
］

日数［日］

６日

２次系純水

２次系純水タンク枯渇

使用済燃料ピット
水位が通常水位

-0.2mとなる

使用済燃料ピット:流量約 ７．８m3／h

+約６日

約０．５日

事象発生後６日以内に、除熱方法
を直接給水から使用済燃料ピット
冷却設備による冷却に切り替える
ことで、以後の使用済燃料ピットへ

の直接給水は不要

事象発生後６日以内に、除熱方法
を直接給水から使用済燃料ピット
冷却設備による冷却に切り替える
ことで、以後の使用済燃料ピットへ

の直接給水は不要
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５．まとめ

蒸気発生器および使用済燃料ピットへの必要補給水流量の評価結果および流
量測定の結果から、最終ヒートシンク喪失時において、蒸気発生器２次側への給
水による炉心の崩壊熱除去および使用済燃料ピットへ水を補給することで貯蔵
燃料の崩壊熱による水位低下を補うことが継続的に可能であることを確認できた。
また、緊急安全対策（短期）および実施済みの設備強化対策の効果を確認する
ことができた。
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３号機（定検中の補給水流量）

図１０ ３号機定検中における補給水流量

補
給
流
量
［
m

3 /h
］

日数［日］

６日

２次系純水

２次系純水タンク枯渇

使用済燃料ピット
水位が通常水位

-0.2mとなる

使用済燃料ピット:流量約 １９．５m3／h

約０．５日

+約５．５日

事象発生後６日以内に、除熱方法
を直接給水から使用済燃料ピット
冷却設備による冷却に切り替える
ことで、以後の使用済燃料ピットへ

の直接給水は不要

（参考）
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除熱機能の継続時間評価に用いた燃料消費率等の条件について 
 

 

１．除熱機能継続に係る評価 

除熱機能については、炉心除熱機能と使用済燃料ピット（以下、「ＳＦＰ」という）除熱機能の双方について

評価する必要がある。復水タンク（３号機は補助給水タンク）および２次系純水タンクからの給水は、タンクか

ら直接行われるが、淡水タンク（脱塩水タンク１号、ろ過水タンクＡ・Ｂ、脱塩水タンク３号、ろ過水貯蔵タンク

３号）からの給水は、消防自動車（軽油駆動）により行われる。淡水タンク枯渇後は、消防自動車または可搬

型消防ポンプ（ガソリン駆動）により海水給水が行われるが、本評価においては、可搬型消防ポンプは予備

として使用しない扱いとした。 

 

また、本評価においては、複数号機間の相互作用の可能性の考慮として、２，３号機においても、最終ヒ

ートシンク喪失（以下、「ＬＵＨＳ」という）が発生し、消防自動車による給水が必要となり、１号機とともに発電

所備蓄の軽油を消費する想定とした。 

図１に給水手順図を示す。復水タンク、２次系純水タンク枯渇後、１，２号機共用で１台、３号機専用で１台

割り当てた消防自動車により淡水タンクより給水を行う。淡水タンク枯渇後は、消防自動車１台により海水を

防火水槽に汲み上げ、これを消防自動車１台により１，２，３号機に給水する手順としている。 

 

表１．評価条件 

項  目 内  容 

必要給水量 
１，２，３号機のプラント運転状態（運転／停止）の全ての組み合わせについてＬＵ

ＨＳ発生から必要な給水量を１日単位で算出 

燃料消費率 
消防自動車（軽油）：４５ℓ／h／台 

（可搬型消防ポンプ（ガソリン）：９ℓ／h／台は、予備として使用しない） 

燃料貯蔵量 

軽油 

 ・屋外貯蔵所：２０ｋℓ 

（ガソリン屋内貯蔵所：１．９８ｋℓは、予備として使用しない） 

添付資料－４．５．２（１／２）



4-5-30 

タービン動補助給水ポンプ１号

主蒸気

主給水

脱塩水タンク１号

１号機蒸気発生器

主蒸気逃がし弁

２次系純水
タンク１号復水タンク

１号

消防自動車
(Ａ)

1200m3
305m3

2200m3

ろ過水タンクＡ

5100m3

ろ過水タンクB

5100m3

タービン動補助給水ポンプ２号

主蒸気

主給水

２号機蒸気発生器

主蒸気逃がし弁

２次系純水
タンク２号 復水タンク

２号
1200m3

305m3

使用済燃料ピット１号

水位低下分を
適宜補給

使用済燃料

使用済燃料ピット２号

水位低下分を
適宜補給

使用済燃料

消防自動車
(Ａ)

消防自動車
(Ａ)

①

②

③

１，２号機給水状況（蒸気発生器、ＳＦＰ）

海水

防火水槽

消防自動車
(Ａ)

④-a

④-b

消防自動車
(B)

可搬型
消防ポンプ

または

（予備）

 

タービン動補助給水ポンプ３号

主蒸気

主給水

３号機蒸気発生器

主蒸気逃がし弁

補助給水
タンク３号

610m3

脱塩水タンク３号

2600m3

使用済燃料ピット３号

水位低下分を
適宜補給

使用済燃料

消防自動車
(B)

①

３号機給水状況（蒸気発生器、ＳＦＰ）

海水

防火水槽

消防自動車
(Ａ)

③-a

２次系純水
タンク３号

2600m3

ろ過水貯蔵タンク３号

2600m3

消防自動車
(B)

②

③-b

消防自動車
(B)

可搬型
消防ポンプ

または

（予備）

 

図１．除熱のための給水手順 
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淡水タンク
14,500m3

（評価:12400m3）

２次系純水タンク３号
3,000m3

（評価:2,600m3）

復水タンク１号
390m3

(評価:305m3)

補助給水タンク３号
740m3

（評価:610m3）

蒸
気
発
生
器

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

蒸
気
発
生
器
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

補
給
可
能
な
水
源

伊方１，２号機 伊方３号機

伊方発電所の使用可能な水源の割り当て（運転時）

１号機 ２号機

１号機 ２号機

復水タンク２号
390m3

(評価:305m3)

２次系純水タンク１号
1,500m3

（評価:１,200m3）

２次系純水タンク２号
1,500m3

（評価:１,200m3）

ろ過水タンクＡ
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ろ過水タンクＢ
6,000m3

脱塩水タンク１号
2,500m3

ろ過水貯蔵タンク３号
3,000m3

脱塩水タンク３号
3,000m3

淡水タンク
6,000m3
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※１：１、２号機共用の水源については、100%容量を共用する
※２：本資料で示している矢印は水源の割り当てを示しており、実際の補給経路とは異なる
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淡水タンク
14,500m3

（評価:12400m3）

２次系純水タンク３号
3,000m3

（評価:2,600m3）
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済
燃
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ピ
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補
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水
源

伊方１，２号機 伊方３号機

伊方発電所の使用可能な水源の割り当て（停止時）

１号機 ２号機

２次系純水タンク１号
1,500m3

（評価:１,200m3）

２次系純水タンク２号
1,500m3

（評価:１,200m3）

ろ過水タンクＡ
6,000m3

ろ過水タンクＢ
6,000m3

脱塩水タンク１号
2,500m3

ろ過水貯蔵タンク３号
3,000m3
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（評価:5,200m3）
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※１：１、２号機共用の水源については、100%容量を共用する
※２：本資料で示している矢印は水源の割り当てを示しており、実際の補給経路とは異なる

※１
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燃料の枯渇日数（日）

1号機 ２号機 ３号機 軽油
(消防自動車）

① 運転中 運転中 運転中 ６０．５

② 停止中 停止中 停止中 －　
※

③ 運転中 運転中 停止中 １６９．５

④ 停止中 停止中 運転中 ８６．３

⑤ 停止中 運転中 運転中 ７０．５

⑥ 運転中 停止中 運転中 ７１．３

⑦ 停止中 運転中 停止中 ３２７．０

⑧ 運転中 停止中 停止中 ３４４．２

※：継続して除熱機能の維持が可能。

最終ヒートシンク喪失時のプラント運転状態による燃料枯渇時間

プラント運転状態

パターン

添
付
資
料
－
４
．
５
．
４

4
-
5
-
3
3
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